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平成 26 年度 退職金等に関する実態調査報告について 

 

本調査は、当財団の定款第４条第 1 項第２号に基づき、学校法人が支給する退職金の適正な水準を

確立するために必要な調査研究として、全ての維持会員を対象に実施しました。 

今年度の調査では、維持会員の退職金制度に関する基本項目に加えて、平成 20 年度に調査を行った

項目の再調査を行い、当時と比較してどのような違いが出ているのかを確認するよう試みました。 

集計にあたっては、「教員と職員」、「大学法人と短大法人等」、「地域」及び「規模（入学定員

数）」に区分し、比較しました。また、付録として、登録教職員及び退職教職員のデータを分析し、

データ集としてまとめています。 

本調査は、平成 16 年度から引き続き 11 年目となり、例年と同じく全ての維持会員（601 会員）

から回答をいただき、私立大学等における退職金制度等の改正や実態を把握する上で貴重な情報とな

りました。 

ご多忙の中、調査にご協力いただき、維持会員の皆様には厚くお礼申し上げます。 

 

2014（平成 26）年 11 月 
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調査結果の概略 

 

 １ 教職員の登録状況について（Ｑ１） 

 

維持会員である学校法人に勤務する教職員のうち、各学校法人の退職給与規程等に基づいて退職金

を支給する大学、短期大学、高等専門学校、法人本部に所属する教職員の数（休職者を含み、高校以下に

所属している者を除く）は 194,872 人（注）で、そのうち当財団に登録している教職員数は 133,542 人

です。その割合は 68.5％となり、昨年度とほぼ同じ結果となっています。 

（注）「退職金を支給する人数」（登録割合計算における分母）には、勤務条件又は勤務状況等から維持会員が財団

に登録していない教職員（医療補助職等）を含んでいる場合がある。 
 

 ２ 退職給与引当金の計上割合について（Ｑ２） 

 

  維持会員の平成 25 年度決算での退職給与引当金の計上割合は、期末要支給額の「100％あるいはそれ

以上を計上」としている維持会員が 568 会員（94 .5％）で、昨年度とほぼ同じ割合となっています。 

 

 ３ 退職給与引当金と退職給与引当特定資産の金額について（Ｑ３） 

 

維持会員全体の平成 25 年度決算での退職給与引当金の額は、1,164,535,434,260 円で、退職給

与引当特定資産（又はそれに該当する科目等、退職金支給に限定されている資産全体）の金額は、

680,967,649,580 円でした。退職給与引当特定資産の保有割合は、維持会員全体で 58.5%でした。 

 

 ４ 定年年齢について（Ｑ４（１）～（３）） 

 

教員の定年年齢は「65 歳」が最も多く、340 会員（56.5％）でした。大学法人では、医学部又は

歯学部（以下「医・歯学部」という。）を設置していない大学法人では「65 歳」に次いで「70 歳」

が多く、医・歯学部を設置している大学法人と短大法人等では、「65 歳」に次いで「60 歳」が多く、

医・歯学部の設置の有無によって差が出る結果でした。 

職員の定年年齢は「6０歳」が最も多く、次いで多いのが「65 歳」でした。なお、「60 歳」の割合

について、大学法人では 45%前後となっているのに対し、短大法人等では約 65%と、法人種別によ

って差が出る結果でした。 

定年退職後の継続雇用制度については、教職員共に「継続雇用制度を設けているが、退職金の支給対

象としていない」としている維持会員が最も多く、教員で304会員（50.5％）、職員では359会員（59.7%）

でした。一方、「継続雇用制度を設けており、退職金の支給対象としている」維持会員は、教員で 91

会員(15.1％)、職員では 85 会員（14.1%）であり、そのうち「継続雇用期間は在職期間を通算せず、

継続雇用期間による支給率を適用し、退職金を別途支給する」としている維持会員が最も多く、教員で

59 会員、職員で 58 会員でした。また、「継続雇用制度を設けていない」維持会員は、教員で 181 会

員（30.1％）、職員で 138 会員（22.9%）でした。 

2014（平成26）年11月14日

3



 

 

 

 ５ 退職金の支給条件として必要な在職期間について（Ｑ５） 

 

退職金の支給条件として必要な在職期間（勤続年数）は、教職員ともに同じ傾向にあり、「１年以

上」としている維持会員が教員で 464 会員（77.2％）、職員で 462 会員（76.8%）と最も多く、

例年と同様の結果となっています。 

 

 ６ 退職金の算定方法について（Ｑ６） 

 

退職金の算定方法は、大学法人と短大法人等の教職員ともに同じ傾向にあり、「退職金算定基礎額

×支給率」としている維持会員が最も多く、「退職金算定基礎額×支給率＋功労金等」と合計すると、

教員では 558 会員（92.8%）、職員では 555 会員（92.2%)でした。昨年の結果から微減しており、

「退職金算定基礎額×支給率＋調整額」としている維持会員は微増（前年比教員で６会員、職員で４

会員増加）しています。 

なお、「ポイント制と退職金算定基礎額×支給率を併用」している維持会員を含め、ポイント制を

導入している維持会員は、教員で 12 会員（1.8％）、職員で 18 会員（2.9％）でした。 

 

 ７ 退職金の算定基礎額について（Ｑ７） 

 
維持会員が退職金算定の基礎としている俸給の月額は、教職員ともに「退職時の俸給（本俸）」とす

る維持会員が最も多く、教員では 452 会員（75.2％）、職員では 436 会員（72.5％）となり、例年

と同様の結果となっています。 

 

 ８ 賃金（俸給月額）の水準について（Ｑ８） 

 
賃金の水準は、教職員共に同じ傾向であり、「概ね国家公務員と同じ」とした維持会員が教員で

305 会員（50.7%）、職員で 304 会員（50.5%）となっており、ほぼ半数が国家公務員と同じと

しています。 

平成 20 年度の調査では「概ね国家公務員と同じ」とした維持会員は、教員で 339 会員（55.6%）、

職員で 331 会員（54.3%）となっており、当年度は教職員共に約５ポイント減少しています。 

一方、「概ね国家公務員より低い」とした維持会員の割合が教職員ともに増加（教員は、平成 26 年

度で 25.4%、平成 20 年度で 20.1%、職員は、平成 26 年度で 27.4%、平成 20 年度で 22.9%）し

ています。 
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 ９ 教職員の任期制の導入状況について（Ｑ９（１）～（３）） 

 

任期制の導入状況は、教職員共に任期制を「導入している」と回答した維持会員が多く、教員では

465 会員（77.3%）、職員では 384 会員（63.8%）でした。また、「導入している」とした維持会員

に伺った任期制の具体的な状況については、職位による違いはあるものの、適用範囲は「一部」、期間

は「１年」、任期更新制度の有無は「有り」、雇用最長年数は「５年以内」、退職金給付の有無は「有り」

としている会員が多いという結果となっています。 

平成 20 年度の調査では、「導入している」とした維持会員は、教員で 419 会員（68.8%）、職員で

315 会員（51.7%）となっていました。また、具体的な状況については、適用範囲は「一部」、期間

は「１年」、退職金給付の有無は「有り」としている会員が多くなっていました。当年度の結果と

平成 20 年度の結果では、教職員共に任期制を「導入している」とした会員が増加していました。 

なお、当年度の調査で「導入していない」と回答した維持会員のうち、導入の予定及び検討状況は、

教員は約 85%、職員は約 92%の維持会員が「導入の予定及び検討はしていない」としていました。 

 

 10 教職員の年俸制の導入状況について（Ｑ10（１）～（３）） 

 

年俸制の導入状況は、「導入している」と回答した維持会員は、教員では 133 会員（22.1%）、職員

では 103 会員（17.1%）という結果でした。 

「導入している」場合の年俸制の具体的な状況については、職名の別に関わらず、適用範囲は「一

部」または「適用なし」、退職金給付の有無は「無し」とした会員が多くなっています。 

 

 

以上 

2014（平成26）年11月14日
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調査方法等の概要と前提条件 

○ 調査目的 

学校法人が支給する退職金の適正な水準を確立するための調査研究並びに退職資金交付事業の

改善・充実（定款第４条第１項第２号に定める調査研究） 

 

○ 調査要領 

【 調 査 対 象 】  私立大学退職金財団の維持会員である学校法人 

【 調 査 対 象 数 】   601 会員（全維持会員） 

【 調 査 期 間 】  2014（平成 26）年６月 5 日～６月 30 日 

【 調 査 項 目 】  76 ページ参照 

【 調 査 方 法 】  郵送法及びインターネット 

【 回 答 率 】  100％（うちインターネットでの回答は９０.5％） 

【 集 計 単 位 】  維持会員数（ただし、グラフ Q１、表 Q１及び Q4（2）の 2 は教職員数） 

 

○ 維持会員の内訳（法人区分） 

大学法人      496 法人    短期大学法人 104 法人 

高等専門学校法人   1   法人    合  計     601 法人 

 

○ 維持会員の地域区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（注）平成 25 年度版文部科学大臣所轄学校法人一覧(公益財団法人文教協会)の法人所在地により区分。

北海道地域 
北海道 

（26 会員） 

東北地域 
青森、岩手、宮城

秋田、山形、福島

（32 会員） 

北関東地域 
茨城、栃木、群馬 

（15 会員） 

東京地域 
東京 

（149 会員） 

南関東地域 
埼玉、千葉 

神奈川 

（53 会員） 

甲信越地域 
新潟、山梨、長野

（22 会員） 

北陸地域 
富山、石川、福井

（11 会員） 

九州地域 
福岡、佐賀、長崎 

熊本、大分、宮崎 

鹿児島、沖縄 

（60 会員） 

中国地域 
鳥取、島根、岡山 

広島、山口 

（34 会員） 

東海地域 
岐阜、静岡 

愛知、三重 

（63 会員） 

京都・大阪地域 
京都、大阪 

（78 会員） 

四国地域 
徳島、香川 

愛媛、高知 

（11 会員） 

近畿地域 
滋賀、兵庫、 

奈良、和歌山 

（47 会員） 
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○ 維持会員の規模区分（入学定員数） 

入学定員数 大学法人 短大法人等 合 計 

100 人未満 14 13 27 

（100 人以上）200 人未満 39 42 81 

（200 人以上）300 人未満 54 28 82 

（300 人以上）400 人未満 56 14 70 

（400 人以上）500 人未満 57 5 62 

（500 人以上）600 人未満 48 3 50 

*（600 人以上）800 人未満 57 

 

58 

（800 人以上）1,000 人未満 24 24 

（1,000 人以上）1,500 人未満 57 57 

（1,500 人以上）3,000 人未満 59 59 

3,000 人以上 29 29 

その他 2 2 

合 計 496 105 601 

（注１）平成 25 年度版 文部科学大臣所轄学校法人一覧（公益財団法人文教協会）の大学、短期大
学、高等専門学校の入学定員を参照し、区分した。学生募集を停止している会員は、その他に区
分し、入学定員規模別の集計には含んでいない。（通信教育の定員は除く。ただし、＊を付した規
模の中には、通信教育課程のみ設置する会員を含んでいる。） 

（注２）短大法人等で 600 人以上の会員が少数存在するが、報告の都合上「600 人未満」に含めて
集計している。 

 

○ 用語の意味 

（１）「維持会員」とは、私立学校法で定める大学、短期大学、高等専門学校を設置する学校法人で、当

財団に加入している学校法人を指す。本文中、グラフ又は表では「会員」と表記する。 

（２）「大学法人」とは、「平成 25 年度版文部科学大臣所轄学校法人一覧（公益財団法人文教協会）」で

大学又は大学院大学を設置している学校法人とする。その中で、医学部及び歯学部を設置していな

い大学法人を「大学法人（医歯を除く）」又は「医歯を除く」と表記し、医学部又は歯学部を設置し

ている大学法人を表及びグラフでは「大学法人（医歯）」又は「医歯」と表記する。集計では、大学

法人全体と医学部又は歯学部を設置している大学法人で調査結果に大きく差がみられたものを掲載

し、差が小さいものについては大学法人として集計している。 

「短大法人等」とは、短期大学又は高等専門学校を設置している学校法人（大学法人を除く）とす

る。 

（３）「教員」、「職員」とは、学校法人が大学、短期大学、高等専門学校、法人本部等に所属する教員又

は職員として任用している者を指す。また「教職員」とは、教員と職員の双方を指す。 

2014（平成26）年11月14日
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（４）「日本公認会計士協会学校法人委員会実務指針第 44 号による会計処理」とは、年度末（貸借対照表）

における退職給与引当金への繰入額を、当財団の掛金累積額と退職資金累積額の差で加減調整する

ことをいう。 

（５）「退職金」とは、原則として退職給与規程等に基づき、教職員の退職時に一括して支払う退職一時

金（金銭）を指す。 

（６）「退職給与引当金」とは、学校法人の教職員への退職金支給に必要となる債務に対して、会計基準

に従って貸借対照表の負債の部に計上した引当金（勘定科目）を指す。 

（７）「期末要支給額」とは、期末（年度末）現在において各学校法人に所属する全教職員が退職すると

仮定した場合に、各学校法人の退職給与規程等に基づいて算出した退職金を支給するために必要な

金額を指す。 

（８）「退職給与引当特定資産」とは、維持会員の平成 25 年度決算における貸借対照表に記載されてい

る退職給与引当金に対応した退職給与引当特定資産（退職給与引当特定預金又はそれに該当する科

目等、退職金支給に限定されている資産全体）を指す。 

（９）「ポイント制」とは、勤務年数のほか役職経験年数等をそれぞれ点数化し、合算したものに予め設

定したポイント単価を乗じて退職金額を算出する制度（成果主義を反映し易い）を指す。 

（10）「任期制」とは、教職員を採用する際にあらかじめ一定の任期を設定して雇用契約を締結する制度

（嘱託を含む）を指す。 

（11）「年俸制」とは、労働者に対する賃金の全部又は一部を、当該労働者の業績等に関する目標の達成

度を評価して、年単位に設定する制度を指す。 

 

○表示について 

（１）グラフの値は、特徴的なものを表記している。構成割合（パーセント）は、小数第２位を切り捨

てており、その合計は必ずしも 100%と一致するとは限らない。また、100％と０％は、小数点以

下を表記していない。 

（２）表の「＞」「＜」は、「平成 26 年度」の調査結果を「平成 23 年度」又は（平成 20 年度で調査を行っ

た項目は）「平成 20 年度」の結果と比較して、割合に３ポイント以上の差がある場合に付している。例

えば、平成 26 年度が大きい場合は「＞」を、小さい場合には「＜」の符号を用いて表している。 

   なお、本報告書の作成にあたって、平成 23 年度等過去のデータは、平成 26 年度の調査項目で改

めて集計した。 

（３）グラフ内の数値は、項目毎に 15.0%以上の場合に表記している。（「Ｑ４（１）の４ 入学定員規

模別の教職員の定年年齢」のみ 25.0%以上としている。） 
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平成 26 年度 退職金等に関する実態調査 

調 査 結 果 



 

 
 

 

Ｑ１ 教職員の登録状況 

 

  平成 26 年 5 月 1 日現在において、会員が退職金の支給対象としている大学、短期大学、高等専門

学校及び法人本部の教職員数（高校以下に所属している者を除き、休職者を含む）は 194,872 人で、

そのうち当財団に登録している教職員数は 133,542 人（登録割合 68.5%）である。（なお、「退職金

を支給する人数」（登録割合計算における分母）には、勤務条件又は勤務状況等から会員が財団に登録

していない教職員（医療従事職員等）を含んでいる場合がある。） 

  登録している教職員の内訳は、教員が 78,955 人（89.1%）、職員が 54,587 人（51.4%）である。 

  教員では、大学法人が 76,867 人（88.9%）、短大法人等が 2,088 人（95.6%）である。職員では、

大学法人が 53,150 人（50.8%）、短大法人等が 1,437 人（92.8%）である。 

  登録割合について、例年と大きな変動のない結果となった。大学法人の職員の登録割合が低い傾向

にあるが、医学部又は歯学部（以下「医・歯学部」という）を設置している大学法人を除いた大学法

人の職員の登録割合は 90.9%となっている。 

 

 グラフ Ｑ１ 教職員の登録状況 

 
 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人教員

短大法人等教員

大学法人職員

短大法人等職員

□ 登録していない教職員数 

61,330 人（31.5%） 

■ 登録している教職員数 

133,542 人（68.5%） 

会員が退職金を支給する対象の教職員数 

194,872 人 

76,867 人（88.9%） 

2,088 人（95.6%） 

53,150 人（50.8%） 51,533 人（49.2%） 

1,437 人（92.8%） 
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 表 Ｑ１ 教職員の登録状況 

 

 教 員 

区 分 
平成 26 年度   平成 23 年度 

人数 登録割合  人数 登録割合 

大 

学 

退職金を支給する人数 86,456 
88.9% 

  

  

86,668  
90.0% 

当財団へ登録している人数 76,867 77,967  

内
訳 

医
歯
を 

除 

く 

退職金を支給する人数 58,925 
95.7% 

  

  

59,433  
96.2% 

当財団へ登録している人数 56,380 57,196  

医 

歯 

退職金を支給する人数 27,531 
74.4% 

  

  

27,235  
76.3% 

当財団へ登録している人数 20,487 20,771  

短
大
等 

退職金を支給する人数 2,185 
95.6% 

  

  

2,347  
97.2% 

当財団へ登録している人数 2,088 2,282  

合
計 

退職金を支給する人数 88,641 
89.1% 

  

  

89,015  
90.2% 

当財団へ登録している人数 78,955 80,249  

 

職 員 

区 分 
平成 26 年度   平成 23 年度 

人数 登録割合  人数 登録割合 

大 

学 
退職金を支給する人数 104,683

50.8%  
100,528 

51.6% 
当財団へ登録している人数 53,150 51,900 

内
訳 

医
歯
を 

除 

く 

退職金を支給する人数 39,862
90.9%  

39,613 
90.4% 

当財団へ登録している人数 36,244 35,799 

医 

歯 

退職金を支給する人数 64,821
26.1%  

60,915 
26.4% 

当財団へ登録している人数 16,906 16,101 

短
大
等 

退職金を支給する人数 1,548
92.8% < 

1,556 
96.0% 

当財団へ登録している人数 1,437 1,493 

合
計 

退職金を支給する人数 106,231
51.4%  

102,084 
52.3% 

当財団へ登録している人数 54,587 53,393 

2014（平成26）年11月14日
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 合 計（教職員） 

 区 分 
平成 26 年度   平成 23 年度 

人数 登録割合  人数 登録割合

大 

学 

退職金を支給する人数 191,139
68.0% < 

187,196 
71.3% 

当財団へ登録している人数 130,017 129,867 

内
訳 

医
歯
を 

除 

く 

退職金を支給する人数 98,787
93.8%  

99,046 
93.8% 

当財団へ登録している人数 92,624 92,995 

医 

歯

退職金を支給する人数 92,352
40.5% < 

88,150 
45.5% 

当財団へ登録している人数 37,393 36,872 

短
大
等

退職金を支給する人数 3,733
94.4% > 

3,903 
90.3% 

当財団へ登録している人数 3,525 3,775 

合
計 

退職金を支給する人数 194,872
68.5% < 

191,099 
71.8% 

当財団へ登録している人数 133,542 133,642 

  医・歯学部を設置していない大学法人の登録人数は 92,624 人で、登録割合は 93.8%（教員は

56,380 人（95.7%）で、職員は 36,244 人（90.9%））である。一方、医・歯学部を設置してい

る大学法人では医療系職員の人数が多く、またその登録状況（割合）は一様ではない。 

 

 グラフ Ｑ１の２ 教職員の登録状況（医歯を除く） 

 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人教員（医歯を除く）

短大法人等教員

大学法人職員（医歯を除く）

短大法人等職員

□ 登録していない教職員数 

6,371 人（6.2%） 

■ 登録している教職員数 

96,149 人（93.8%） 

会員が退職金を支給する対象の教職員数 

 102,520 人 

56,380 人（95.7%） 

2,088 人（95.6%） 

36,244 人（90.9%） 

1,437 人（92.8%） 
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  地域別の平均登録割合は、平成 23 年度と比較すると、短大法人等の教職員の登録割合に変化が見ら

れる。 

   

 

 グラフ Ｑ１の３ 地域別会員ごとの教職員の登録割合 

 

 

 表 Ｑ１の２ 地域別会員ごとの教職員の登録割合 

 

 教 員 

地域 
大学法人 短大法人等 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

北海道 97.2%  99.3% 93.1% < 96.8%

東北 93.8% > 89.3% 97.4%  100%

北関東 96.8%  98.6% 100% > 95.9%

南関東 81.0%  79.5% 98.0%  100%

東京 83.9%  86.2% 87.9% < 98.3%

甲信越 98.6%  99.2% 100%  100%

北陸 97.7%  97.3% 100%  100%

東海 96.9%  97.5% 94.7%  92.6%

京都・大阪 94.0%  93.8% 100% > 93.1%

近畿 97.2%  98.1% 90.3% < 97.4%

中国 93.1% < 96.9% 95.7%  96.0%

四国 97.8%  100% 92.2%  90.1%

九州 91.0%  89.6% 100%  100%

合計 88.9%  90.0% 95.6%  97.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

北海道 東北 北関東 南関東 東京 甲信越 北陸 東海 京都・大阪 近畿 中国 四国 九州

大学法人教員
短大法人等教員
大学法人職員
短大法人等職員
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 職 員 

地域 
大学法人 短大法人等 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

北海道 95.4%  96.3% 97.0%  98.6%

東北 46.1%  47.8% 88.0%  90.8%

北関東 37.4% > 27.1% 100% > 80.7%

南関東 38.1%  38.9% 95.3%  96.3%

東京 46.6%  47.5% 86.5% < 97.7%

甲信越 98.3%  96.5% 100%  100%

北陸 93.0%  94.3% 100%  100%

東海 70.0%  71.5% 81.5% < 90.1%

京都・大阪 55.4% 56.1% 100% > 92.4%

近畿 59.7% < 63.1% 87.6% < 98.1%

中国 97.7%  98.3% 96.9%  98.6%

四国 97.8%  100% 98.3%  98.3%

九州 50.6% < 53.9% 99.5%  99.5%

合計 50.8%  51.6% 92.8% < 96.0%

 

 合 計（教職員） 

地域 
大学法人 短大法人等 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

北海道 96.6%  98.2% 95.2%  97.7%

東北 66.8%  67.0% 93.5%  96.2%

北関東 63.5% > 56.8% 100% > 90.3%

南関東 54.0%  53.8% 97.0%  98.5%

東京 62.0%  64.0% 87.2% < 98.1%

甲信越 98.5%  98.2% 100%  100%

北陸 95.6%  96.0% 100%  100%

東海 85.7%  86.9% 89.0%  91.5%

京都・大阪 74.0%  74.5% 100% > 92.8%

近畿 77.9%  80.8% 89.1% < 97.7%

中国 94.6%  97.4% 96.1%  96.9%

四国 97.8%  100% 94.0%  92.5%

九州 69.7%  71.7% 99.8%  99.8%

合計 68.0%  69.4% 94.4%  96.7%

平成26年度退職金等に関する実態調査報告書
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  入学定員規模別の教職員の登録割合について、大学法人教員では 300 人規模の区分で 71.3%と若

干低くなっている他は全体的に高い割合となっている。一方、大学法人職員では 200 人未満、300 人

未満、600 人未満の区分で登録割合が低い結果が出ている。これは、医・歯学部を設置する大学法人

が含まれていることも影響していると考えられる。 

 

 グラフ Ｑ１の４ 入学定員規模別会員ごとの教職員の登録割合 

 

 
 

表 Ｑ１の３ 入学定員規模別会員ごとの教職員の登録割合 
 
教 員 

規模 
大学法人 短大法人等 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

100 人未満 82.7% < 100% 89.7% < 95.6%

200 人未満 88.6% > 80.8% 99.0%  98.2%

300 人未満 71.3%  72.7% 96.3%  96.6%

400 人未満 93.3%  93.6% 97.7%  96.9%

500 人未満 93.9%  93.1% 84.0% < 96.6%

600 人未満 85.0%  84.9% 100%  100%

800 人未満 82.3% < 88.7%      

1,000 人未満 98.7%  96.2%      

1,500 人未満 94.4%  96.2%      

3,000 人未満 89.8%  90.3%      

3,000 人以上 92.2%  92.8%      

合計 88.9%  90.0% 95.6%  97.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100人

未満

200人

未満

300人

未満

400人

未満

500人

未満

600人

未満

800人

未満

1,000人

未満

1,500人

未満

3,000人

未満

3,000人

以上

大学法人教員
短大法人等教員
大学法人職員
短大法人等職員
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 職 員 

規模 
大学法人 短大法人等 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

100 人未満 69.6% < 98.4% 87.5% < 96.4%

200 人未満 43.9% > 31.9% 96.4%  95.7%

300 人未満 18.9%  20.9% 91.0% < 94.6%

400 人未満 89.7%  88.9% 99.7% > 96.7%

500 人未満 57.8%  57.7% 77.4% < 96.9%

600 人未満 28.2%  25.3% 100%  100%

800 人未満 51.9%  51.5%      

1,000 人未満 93.5% > 76.4%      

1,500 人未満 64.0% > 60.8%      

3,000 人未満 63.2% < 70.5%      

3,000 人以上 61.7%  64.6%      

合計 50.8%  51.6% 92.8% < 96.0%

 

 

 合 計（教職員） 

規模 
大学法人 短大法人等 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

100 人未満 77.4% < 99.4% 89.0% < 95.9%

200 人未満 57.6% > 46.0% 97.8%  97.2%

300 人未満 36.6%  39.3% 94.1%  95.8%

400 人未満 92.0%  91.8% 98.4%  96.9%

500 人未満 76.2%  75.9% 81.1% < 96.8%

600 人未満 47.2%  46.1% 100%  100%

800 人未満 66.6% < 69.8%      

1,000 人未満 96.6% > 86.7%      

1,500 人未満 78.9%  78.3%      

3,000 人未満 76.7% < 81.0%      

3,000 人以上 76.1%  78.5%      

合計 68.0%  69.4% 94.4%  96.7%

 

(注)短大法人等は、「調査の概要と前提条件」内「維持会員の規模区分」に記載のとおり、入学定員数が

600 人以上の区分に該当する会員は無い。（以下同様） 

平成26年度退職金等に関する実態調査報告書
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Ｑ２ 退職給与引当金の計上割合 

 

  平成 25 年度決算の退職給与引当金の計上割合は、退職金の期末要支給額に対し、「100%あるいは

それ以上を計上」としている会員が 568 会員（94.5%）であった。（昨年度の 566 会員から 2 会員

増加している。） 

  なお、回答で「その他」としている会員は、「平成 26 年度に開学」「退職給与引当金を計上していな

い」としている会員である。 

 

グラフ Ｑ２ 退職給与引当金の計上割合（会員数の割合） 

 
 

表 Ｑ２ 退職給与引当金の計上割合 

区分 
合計 大学法人（医歯を除く） 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

100%以上 568 (94.5%) > 498 (82.7%) 438 (93.9%) > 377 (81.7%)

100%へ移行中 28 (4.6%) < 100 (16.6%) 23 (4.9%) < 81 (17.5%)

その他 5 (0.8%)  4 (0.6%) 5 (1.0%)  3 (0.6%)

合計 601 (100%)  602 (100%) 466 (100%)  461 (100%)

 

区分 
大学法人（医歯） 短大法人等 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

100%以上 28 (93.3%) > 26 (83.8%) 102 (97.1%) > 95 (86.3%)

100%へ移行中 2 (6.6%) < 5 (16.1%) 3 (2.8%) < 14 (12.7%)

その他 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)  1 (0.9%)

合計 30 (100%)  31 (100%) 105 (100%)  110 (100%)

（注）平成 23 年度の結果で「80%以上」「50%以上」「50%未満」の区分で集計した会員数を、「100%へ移行中」の区

分に統合して表示している。以下同様。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人

（医歯を除く）

大学法人

（医歯）

短大法人等

100%以上計上 100%計上へ移行中 その他

９３．９％ 

９３．３％ 

９７．１％ 
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 グラフ Ｑ２の２ 地域別退職給与引当金の計上割合（会員数の割合） 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北海道

東北

北関東

南関東

東京

甲信越

北陸

東海

京都・大阪

近畿

中国

四国

九州

100%以上計上 100%計上へ移行中 その他

９６．１％ 

９０．６％ 

１００％ 

８８．６％ 

９３．９％ 

１００％ 

１００％ 

９５．２％ 

９３．５％ 

９５．７％ 

９７．０％ 

９０．９％ 

９６．６％ 
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 表 Ｑ２の２ 地域別退職給与引当金の計上割合 

 

地域 区分 
平成 26 年度 

  
平成 23 年度 

大学法人 短大法人等 合計 合計 

北海道 

100%以上 21 (95.4%) 4 (100%) 25 (96.1%) > 20 (83.3%)

100%へ移行中 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) < 4 (16.6%)

その他 1 (4.5%) 0 (0%) 1 (3.8%) > 0 (0%)

合計 22 (100%) 4 (100%) 26 (100%)   24 (100%)

東北 

100%以上 23 (88.4%) 6 (100%) 29 (90.6%) > 23 (71.8%)

100%へ移行中 3 (11.5%) 0 (0%) 3 (9.3%) < 9 (28.1%)

その他 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 26 (100%) 6 (100%) 32 (100%)   32 (100%)

北関東 

100%以上 12 (100%) 3 (100%) 15 (100%) > 15 (93.7%)

100%へ移行中 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) < 1 (6.2%)

その他 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 12 (100%) 3 (100%) 15 (100%)   16 (100%)

南関東 

100%以上 34 (85.0%) 13 (100%) 47 (88.6%) > 45 (83.3%)

100%へ移行中 4 (10.0%) 0 (0%) 4 (7.5%) < 7 (12.9%)

その他 2 (5.0%) 0 (0%) 2 (3.7%)   2 (3.7%)

合計 40 (100%) 13 (100%) 53 (100%)   54 (100%)

東京 

100%以上 121 (93.0%) 19 (100%) 140 (93.9%) > 118 (79.1%)

100%へ移行中 8 (6.1%) 0 (0%) 8 (5.3%) < 31 (20.8%)

その他 1 (0.7%) 0 (0%) 1 (0.6%)   0 (0%)

合計 130 (100%) 19 (100%) 149 (100%)   149 (100%)

甲信越 

100%以上 17 (100%) 5 (100%) 22 (100%) > 20 (90.9%)

100%へ移行中 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) < 2 (9.0%)

その他 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 17 (100%) 5 (100%) 22 (100%)   22 (100%)

北陸 

100%以上 10 (100%) 1 (100%) 11 (100%) > 10 (83.3%)

100%へ移行中 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) < 2 (16.6%)

その他 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 10 (100%) 1 (100%) 11 (100%)   12 (100%)
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前ページの続き 

 

 

地域 区分 
平成 26 年度 

  
平成 23 年度 

大学法人 短大法人等 合計 合計 

東海 

100%以上 51 (96.2%) 9 (90.0%) 60 (95.2%) > 51 (82.2%)

100%へ移行中 2 (3.7%) 1 (10.0%) 3 (4.7%) < 11 (17.7%)

その他 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 53 (100%) 10 (100%) 63 (100%)   62 (100%)

京都 

・ 

大阪 

100%以上 62 (92.5%) 11 (100%) 73 (93.5%) > 64 (84.2%)

100%へ移行中 4 (5.9%) 0 (0%) 4 (5.1%) < 11 (14.4%)

その他 1 (1.4%) 0 (0%) 1 (1.2%)   1 (1.3%)

合計 67 (100%) 11 (100%) 78 (100%)   76 (100%)

近畿 

100%以上 37 (97.3%) 8 (88.8%) 45 (95.7%) > 43 (89.5%)

100%へ移行中 1 (2.6%) 1 (11.1%) 2 (4.2%) < 5 (10.4%)

その他 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 38 (100%) 9 (100%) 47 (100%)   48 (100%)

中国 

100%以上 27 (96.4%) 6 (100%) 33 (97.0%) > 28 (80.0%)

100%へ移行中 1 (3.5%) 0 (0%) 1 (2.9%) < 6 (17.1%)

その他 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   1 (2.8%)

合計 28 (100%) 6 (100%) 34 (100%)   35 (100%)

四国 

100%以上 6 (85.7%) 4 (100%) 10 (90.9%) > 5 (45.4%)

100%へ移行中 1 (14.2%) 0 (0%) 1 (9.0%) < 6 (54.5%)

その他 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 7 (100%) 4 (100%) 11 (100%)   11 (100%)

九州 

100%以上 45 (97.8%) 13 (93%) 58 (96.6%) > 56 (91.8%)

100%へ移行中 1 (2.1%) 1 (7.1%) 2 (3.3%) < 5 (8.1%)

その他 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 46 (100%) 14 (100%) 60 (100%)   61 (100%)

全国 

合計 

100%以上 466 (93.9%) 102 (97.1%) 568 (94.5%) > 498 (82.7%)

100%へ移行中 25 (5.0%) 3 (2.8%) 28 (4.6%) < 100 (16.6%)

その他 5 (1.0%) 0 (0%) 5 (0.8%)   4 (0.6%)

合計 496 (100%) 105 (100%) 601 (100%)   602 (100%)
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 グラフ Ｑ２の３ 入学定員規模別退職給与引当金の計上割合（会員数の割合） 
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 表 Ｑ２の３ 入学定員規模別退職給与引当金の計上割合 

 

地域 区分 
平成 26 年度 

  
平成 23 年度 

大学法人 短大法人等 合計 合計 

100 人 

未満 

100%以上 13 (81.2%) 13 (100%) 26 (89.6%) < 22 (95.6%)

100%へ移行中 1 (6.2%) 0 (0%) 1 (3.4%)   1 (4.3%)

その他 2 (12.5%) 0 (0%) 2 (6.8%) > 0 (0%)

合計 16 (100%) 13 (100%) 29 (100%)   23 (100%)

200 人 

未満 

100%以上 35 (89.7%) 42 (100%) 77 (95.0%) > 73 (85.8%)

100%へ移行中 3 (7.6%) 0 (0%) 3 (3.7%) < 10 (11.7%)

その他 1 (2.5%) 0 (0%) 1 (1.2%)   2 (2.3%)

合計 39 (100%) 42 (100%) 81 (100%)   85 (100%)

300 人 

未満 

100%以上 53 (98.1%) 27 (96.4%) 80 (97.5%) > 70 (90.9%)

100%へ移行中 1 (1.8%) 1 (3.5%) 2 (2.4%) < 7 (9.0%)

その他 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 54 (100%) 28 (100%) 82 (100%)   77 (100%)

400 人 

未満 

100%以上 53 (94.6%) 12 (85.7%) 65 (92.8%) > 58 (77.3%)

100%へ移行中 2 (3.5%) 2 (14.2%) 4 (5.7%) < 16 (21.3%)

その他 1 (1.7%) 0 (0%) 1 (1.4%)   1 (1.3%)

合計 56 (100%) 14 (100%) 70 (100%)   75 (100%)

500 人 

未満 

100%以上 54 (94.7%) 5 (100.0%) 59 (95.1%) > 48 (82.7%)

100%へ移行中 3 (5.2%) 0 (0%) 3 (4.8%) < 10 (17.2%)

その他 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 57 (100%) 5 (100%) 62 (100%)   58 (100%)

600 人 

未満 

100%以上 46 (95.8%) 3 (100%) 49 (96.0%) > 46 (86.7%)

100%へ移行中 2 (4.1%) 0 (0%) 2 (3.9%) < 7 (13.2%)

その他 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 48 (100%) 3 (100%) 51 (100%)   53 (100%)
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前ページの続き 

 

 

地域 区分 
平成 26 年度 

  
平成 23 年度 

大学法人 短大法人等 合計 合計 

800 人 

未満 

100%以上 52 (91.2%) 52 (91.2%) > 46 (80.7%)

100%へ移行中 4 (7.0%) 4 (7.0%) < 10 (17.5%)

その他 1 (1.7%) 1 (1.7%)   1 (1.7%)

合計 57 (100%) 57 (100%)   57 (100%)

1,000

人未満 

100%以上 24 (100%) 24 (100%) > 23 (92.0%)

100%へ移行中 0 (0%) 0 (0%) < 2 (8.0%)

その他 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 24 (100%) 24 (100%)   25 (100%)

1,500

人未満 

100%以上 54 (94.7%) 54 (94.7%) > 51 (80.9%)

100%へ移行中 3 (5.2%) 3 (5.2%) < 12 (19.0%)

その他 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 57 (100%) 57 (100%)   63 (100%)

3,000

人未満 

100%以上 56 (94.9%) 56 (94.9%) > 52 (89.6%)

100%へ移行中 3 (5%) 3 (5.0%) < 6 (10.3%)

その他 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 59 (100%) 59 (100%)   58 (100%)

3,000

人以上 

100%以上 26 (89.6%) 26 (89.6%) > 9 (32.1%)

100%へ移行中 3 (10.3%) 3 (10.3%) < 19 (67.8%)

その他 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 29 (100%) 29 (100%)   28 (100%)

全規模 

合 計 

100%以上 466 (93.9%) 102 (97.1%) 568 (94.5%) > 498 (82.7%)

100%へ移行中 25 (5.0%) 3 (2.8%) 28 (4.6%) < 100 (16.6%)

その他 5 (1.0%) 0 (0%) 5 (0.8%)   4 (0.6%)

合計 496 (100%) 105 (100%) 601 (100%)   602 (100%)
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Ｑ３ 退職給与引当金と退職給与引当特定資産の金額 

 

  平成 25 年度決算において、維持会員全体の退職給与引当金は 1,164,535,434,260 円で、退職給

与引当特定資産の金額は 680,967,649,580 円となり、保有割合は 58.5%であった。 

保有割合は、医・歯学部を設置していない大学法人が 68.6%、医・歯学部を設置している大学法人

は 43.0%となり、大きな差があった。 

 

 

表 Ｑ３ 退職給与引当金と退職給与引当特定資産の金額と保有割合（会員合計） 

区分 退職給与引当金（円） 退職給与引当特定資産（円） 保有割合 

大学法人（医歯を除く） 691,945,535,985 474,379,682,186 68.6%

大学法人（医歯） 449,805,510,607 193,423,280,347 43.0%

短大法人等 22,784,387,668 13,164,687,047 57.8%

合計 1,164,535,434,260 680,967,649,580 58.5%
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グラフ Ｑ３ 退職給与引当特定資産の保有割合 

 

 

 

 表 Ｑ３の２ 退職給与引当特定資産の保有割合 

区分 
合計 大学法人（医歯を除く） 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

100%超 55 (9.1%) > 33 (5.4%) 41 (8.7%)  28 (6.0%)

100% 107 (17.8%) < 140 (23.2%) 82 (17.5%) < 107 (23.2%)

75%以上 98 (16.3%)  97 (16.1%) 84 (18.0%)  81 (17.5%)

50%以上 76 (12.6%)  68 (11.2%) 68 (14.5%)  59 (12.7%)

25%以上 67 (11.1%)  54 (8.9%) 49 (10.5%)  43 (9.3%)

25%未満 60 (9.9%)  59 (9.8%) 41 (8.7%)  36 (7.8%)

保有していない 138 (22.9%)  151 (25.0%) 101 (21.6%)  107 (23.2%)

合計 601 (100%)  602 (100%) 466 (100%)  461 (100%)

区分 
大学法人（医歯） 短大法人等 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

100%超 1 (3.3%)  1 (3.2%) 13 (12.3%) > 4 (3.6%)

100% 6 (20.0%) < 8 (25.8%) 19 (18.0%) < 25 (22.7%)

75%以上 2 (6.6%) < 4 (12.9%) 12 (11.4%)  12 (10.9%)

50%以上 4 (13.3%) > 3 (9.6%) 4 (3.8%)  6 (5.4%)

25%以上 5 (16.6%) > 1 (3.2%) 13 (12.3%) > 10 (9.0%)

25%未満 8 (26.6%) < 11 (35.4%) 11 (10.4%)  12 (10.9%)

保有していない 4 (13.3%) > 3 (9.6%) 33 (31.4%) < 41 (37.2%)

合計 30 (100%)  31 (100%) 105 (100%)  110 (100%)
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 グラフ Ｑ３の２ 入学定員規模別退職給与引当特定資産の保有割合（会員数の割合） 
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 表 Ｑ３の３ 入学定員規模別退職給与引当特定資産の保有割合 

 

規模 区分 
平成 26 年度   平成 23 年度 

大学法人 短大法人等 合計   合計 

100 人 

未満 

100%超 1 (6.2%) 1 (7.6%) 2 (6.8%) > 0 (0%)

100% 1 (6.2%) 2 (15.3%) 3 (10.3%) < 5 (21.7%)

75%以上 2 (12.5%) 3 (23.0%) 5 (17.2%) > 3 (13.0%)

50%以上 1 (6.2%) 0 (0%) 1 (3.4%) > 0 (0%)

25%以上 2 (12.5%) 1 (7.6%) 3 (10.3%) > 1 (4.3%)

25%未満 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

保有していない 9 (56.2%) 6 (46.1%) 15 (51.7%) < 14 (60.8%)

合計 16 (100%) 13 (100%) 29 (100%)   23 (100%)

200 人 

未満 

100%超 3 (7.6%) 3 (7.1%) 6 (7.4%)   4 (4.7%)

100% 4 (10.2%) 8 (19.0%) 12 (14.8%) < 19 (22.3%)

75%以上 2 (5.1%) 4 (9.5%) 6 (7.4%)   8 (9.4%)

50%以上 4 (10.2%) 2 (4.7%) 6 (7.4%)   5 (5.8%)

25%以上 4 (10.2%) 6 (14.2%) 10 (12.3%) > 5 (5.8%)

25%未満 6 (15.3%) 6 (14.2%) 12 (14.8%) > 8 (9.4%)

保有していない 16 (41.0%) 13 (30.9%) 29 (35.8%) < 36 (42.3%)

合計 39 (100%) 42 (100%) 81 (100%)   85 (100%)

300 人 

未満 

100%超 4 (7.4%) 6 (21.4%) 10 (12.1%) > 5 (6.4%)

100% 9 (16.6%) 5 (17.8%) 14 (17.0%) < 17 (22.0%)

75%以上 9 (16.6%) 2 (7.1%) 11 (13.4%)   9 (11.6%)

50%以上 1 (1.8%) 2 (7.1%) 3 (3.6%) < 6 (7.7%)

25%以上 4 (7.4%) 1 (3.5%) 5 (6.0%) < 8 (10.3%)

25%未満 8 (14.8%) 3 (10.7%) 11 (13.4%)   10 (12.9%)

保有していない 19 (35.1%) 9 (32.1%) 28 (34.1%) > 22 (28.5%)

合計 54 (100%) 28 (100%) 82 (100%)   77 (100%)

400 人 

未満 

100%超 10 (17.8%) 3 (21.4%) 13 (18.5%) > 1 (1.3%)

100% 9 (16.0%) 1 (7.1%) 10 (14.2%) < 17 (22.6%)

75%以上 5 (8.9%) 1 (7.1%) 6 (8.5%) < 10 (13.3%)

50%以上 5 (8.9%) 0 (0%) 5 (7.1%)   5 (6.6%)

25%以上 7 (12.5%) 4 (28.5%) 11 (15.7%)   10 (13.3%)

25%未満 6 (10.7%) 1 (7.1%) 7 (10.0%)   9 (12.0%)

保有していない 14 (25.0%) 4 (28.5%) 18 (25.7%) < 23 (30.6%)

合計 56 (100%) 14 (100%) 70 (100%)   75 (100%)
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前ページの続き 

 

 

規模 区分 
平成 26 年度   平成 23 年度

大学法人 短大法人等 合計   合計 

500 人 

未満 

100%超 4 (7.0%) 0 (0%) 4 (6.4%)   4 (6.8%)

100% 10 (17.5%) 1 (20.0%) 11 (17.7%) < 12 (20.6%)

75%以上 14 (24.5%) 1 (20.0%) 15 (24.1%)   13 (22.4%)

50%以上 8 (14.0%) 0 (0%) 8 (12.9%)   7 (12.0%)

25%以上 5 (8.7%) 1 (20.0%) 6 (9.6%)   5 (8.6%)

25%未満 4 (7.0%) 1 (20.0%) 5 (8.0%)   4 (6.8%)

保有していない 12 (21.0%) 1 (20.0%) 13 (20.9%)   13 (22.4%)

合計 57 (100%) 5 (100%) 62 (100%)   58 (100%)

600 人 

未満 

100%超 4 (8.3%) 0 (0%) 4 (7.8%)   3 (5.6%)

100% 9 (18.7%) 2 (66.6%) 11 (21.5%)   11 (20.7%)

75%以上 7 (14.5%) 1 (33.3%) 8 (15.6%)   8 (15.0%)

50%以上 5 (10.4%) 0 (0%) 5 (9.8%)   6 (11.3%)

25%以上 4 (8.3%) 0 (0%) 4 (7.8%) > 2 (3.7%)

25%未満 4 (8.3%) 0 (0%) 4 (7.8%) < 6 (11.3%)

保有していない 15 (31.2%) 0 (0%) 15 (29.4%)   17 (32.0%)

合計 48 (100%) 3 (100%) 51 (100%)   53 (100%)

800 人 

未満 

100%超 5 (8.7%)   5 (8.7%)   4 (7.0%)

100% 9 (15.7%)   9 (15.7%) < 11 (19.2%)

75%以上 9 (15.7%)   9 (15.7%) > 5 (8.7%)

50%以上 9 (15.7%)   9 (15.7%) < 13 (22.8%)

25%以上 10 (17.5%)   10 (17.5%) > 6 (10.5%)

25%未満 7 (12.2%)   7 (12.2%) 8 (14.0%)

保有していない 8 (14.0%)   8 (14.0%) < 10 (17.5%)

合計 57 (100%)   57 (100%)   57 (100%)

1,000

人未満 

100%超 1 (4.1%)   1 (4.1%) < 2 (8.0%)

100% 4 (16.6%)   4 (16.6%) > 2 (8.0%)

75%以上 9 (37.5%)   9 (37.5%) > 7 (28.0%)

50%以上 5 (20.8%)   5 (20.8%) > 2 (8.0%)

25%以上 2 (8.3%)   2 (8.3%) < 7 (28.0%)

25%未満 3 (12.5%)   3 (12.5%) < 4 (16.0%)

保有していない 0 (0%)   0 (0%) < 1 (4.0%)

合計 24 (100%)   24 (100%)   25 (100%)
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規模 区分 
平成 26 年度   平成 23 年度 

大学法人 短大法人等 合計   合計 

1,500

人未満 

100%超 6 (10.5%)   6 (10.5%) > 4 (6.3%)

100% 7 (12.2%)   7 (12.2%) < 16 (25.3%)

75%以上 17 (29.8%)   17 (29.8%) > 15 (23.8%)

50%以上 10 (17.5%)   10 (17.5%)   11 (17.4%)

25%以上 2 (3.5%)   2 (3.5%)   1 (1.5%)

25%未満 6 (10.5%)   6 (10.5%)   5 (7.9%)

保有していない 9 (15.7%)   9 (15.7%)   11 (17.4%)

合計 57 (100%)   57 (100%)   63 (100%)

3,000

人未満 

100%超 4 (6.7%)   4 (6.7%)   3 (5.1%)

100% 17 (28.8%)   17 (28.8%) < 20 (34.4%)

75%以上 8 (13.5%)   8 (13.5%) < 13 (22.4%)

50%以上 16 (27.1%)   16 (27.1%) > 10 (17.2%)

25%以上 7 (11.8%)   7 (11.8%)   7 (12.0%)

25%未満 4 (6.7%)   4 (6.7%)   4 (6.8%)

保有していない 3 (5.0%)   3 (5.0%) > 1 (1.7%)

合計 59 (100%)   59 (100%)   58 (100%)

3,000

人以上 

100%超 0 (0%)   0 (0%) < 3 (10.7%)

100% 9 (31.0%)   9 (31.0%) < 10 (35.7%)

75%以上 4 (13.7%)   4 (13.7%) < 6 (21.4%)

50%以上 8 (27.5%)   8 (27.5%) > 3 (10.7%)

25%以上 7 (24.1%)   7 (24.1%) > 2 (7.1%)

25%未満 1 (3.4%)   1 (3.4%)   1 (3.5%)

保有していない 0 (0%)   0 (0%) < 3 (10.7%)

合計 29 (100%)   29 (100%)   28 (100%)

全規模 

合 計 

100%超 42 (8.4%) 13 (12.3%) 55 (9.1%) > 33 (5.4%)

100% 88 (17.7%) 19 (18.0%) 107 (17.8%) < 140 (23.2%)

75%以上 86 (17.3%) 12 (11.4%) 98 (16.3%)   97 (16.1%)

50%以上 72 (14.5%) 4 (3.8%) 76 (12.6%)   68 (11.2%)

25%以上 54 (10.8%) 13 (12.3%) 67 (11.1%)   54 (8.9%)

25%未満 49 (9.8%) 11 (10.4%) 60 (9.9%)   59 (9.8%)

保有していない 105 (21.1%) 33 (31.4%) 138 (22.9%)   151 (25.0%)

合計 496 (100%) 105 (100%) 601 (100%)   602 (100%)
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Ｑ４（１）教職員の定年年齢 

 

  教職員の定年年齢は、全体的に例年とほぼ同様の結果となった。 

  維持会員全体で見ると、教員では、「65 歳」が 340 会員（56.5%）と最も多く、次いで「70 歳」 

 が 85 会員（14.1%）となった。職員では、「60 歳」とした会員が 294 会員（48.9%）で、次の     

「65 歳」が 215 会員（35.7%）と、大多数の会員が「60 歳」「65 歳」としている。 

この結果は、法人種別ごとに見ても同様であり、いずれの大学区分でも教員は「65 歳」、職員は    

「60 歳」としている会員が最も多かった。 

平成 23 年度の結果と比較すると、教員では「70 歳」が減少し、「65 歳」が増加している。職員では、

大きな変化は見られなかった。 

 

グラフＱ４（１）教職員の定年年齢（会員数の割合） 

 

（注）平均退職年齢は、平成 25 年度に退職事由を「定年」として退職した教職員の退職時の平均年齢。 
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表 Ｑ４（１）教職員の定年年齢 

教 員 

区分 
合計 大学法人（医歯を除く） 

平成 26 年度 平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

60 歳 69 (11.4%) 69 (11.4%) 29 (6.2%)  28 (6.0%)

61 歳 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%)

62 歳 3 (0.4%) 5 (0.8%) 2 (0.4%)  3 (0.6%)

63 歳 29 (4.8%) 28 (4.6%) 18 (3.8%)  15 (3.2%)

64 歳 4 (0.6%) 5 (0.8%) 3 (0.6%)  3 (0.6%)

65 歳 340 (56.5%) 326 (54.1%) 272 (58.3%)  258 (55.9%)

66 歳 5 (0.8%) 5 (0.8%) 4 (0.8%)  4 (0.8%)

67 歳 28 (4.6%) 29 (4.8%) 24 (5.1%)  26 (5.6%)

68 歳 33 (5.4%) 33 (5.4%) 31 (6.6%)  31 (6.7%)

69 歳 2 (0.3%) 0 (0%) 2 (0.4%)  0 (0%)

70 歳 85 (14.1%) 101 (16.7%) 79 (16.9%) < 92 (19.9%)

71 歳以上 1 (0.1%) 1 (0.1%) 1 (0.2%)  1 (0.2%)

定年を設けていない 2 (0.3%) 0 (0%) 1 (0.2%)  0 (0%)

合計 601 (100%) 602 (100%) 466 (100%)  461 (100%)

平成 25 年度 
平均退職年齢 66.8 歳 67.1 歳 

区分 
大学法人（医歯） 短大法人等 

平成 26 年度 平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

60 歳 6 (20.0%) < 8 (25.8%) 34 (32.3%)  33 (30.0%)

61 歳 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%)

62 歳 1 (3.3%) > 0 (0%) 0 (0%)  2 (1.8%)

63 歳 2 (6.6%) < 3 (9.6%) 9 (8.5%)  10 (9.0%)

64 歳 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.9%)  2 (1.8%)

65 歳 18 (60.0%) > 16 (51.6%) 50 (47.6%)  52 (47.2%)

66 歳 1 (3.3%) 1 (3.2%) 0 (0%)  0 (0%)

67 歳 2 (6.6%) > 1 (3.2%) 2 (1.9%)  2 (1.8%)

68 歳 0 (0%) 0 (0%) 2 (1.9%)  2 (1.8%)

69 歳 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%)

70 歳 0 (0%) < 2 (6.4%) 6 (5.7%)  7 (6.3%)

71 歳以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%)

定年を設けていない 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.9%)  0 (0%)

合計 30 (100%) 31 (100%) 105 (100%)  110 (100%)

平成 25 年度 
平均退職年齢 65.7 歳 65.6 歳 
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 職 員 

区分 
合計 大学法人（医歯を除く） 

平成 26 年度 平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

60 歳 294 (48.9%)  295 (49.0%) 213 (45.7%)   210 (45.5%)

61 歳 4 (0.6%)  4 (0.6%) 4 (0.8%)   4 (0.8%)

62 歳 26 (4.3%)  27 (4.4%) 22 (4.7%)   21 (4.5%)

63 歳 48 (7.9%)  45 (7.4%) 37 (7.9%)   32 (6.9%)

64 歳 3 (0.4%)  4 (0.6%) 3 (0.6%)   4 (0.8%)

65 歳 215 (35.7%)  218 (36.2%) 182 (39.0%)   184 (39.9%)

66 歳 3 (0.4%)  2 (0.3%) 3 (0.6%)   2 (0.4%)

67 歳 2 (0.3%)  4 (0.6%) 1 (0%)   3 (0.6%)

68 歳 1 (0.1%)  1 (0.1%) 0 (0%)   0 (0%)

69 歳 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

70 歳 4 (0.6%)  2 (0.3%) 1 (0.2%)   1 (0.2%)

71 歳以上 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

定年を設けていない 1 (0.1%)  0 (0%) 0 (0%)   0 (0%)

合計 601 (100%)  602 (100%) 466 (100%)   461 (100%)

平成 25 年度 
平均退職年齢 62.3 歳 62.5 歳 

区分 
大学法人（医歯） 短大法人等 

平成 26 年度 平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

60 歳 13 (43.3%)  13 (41.9%) 68 (64.7%)  72 (65.4%)

61 歳 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)  0 (0%)

62 歳 1 (3.3%) < 2 (6.4%) 3 (2.8%)  4 (3.6%)

63 歳 6 (20.0%)  6 (19.3%) 5 (4.7%)  7 (6.3%)

64 歳 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)  0 (0%)

65 歳 9 (30.0%)  9 (29.0%) 24 (22.8%)  25 (22.7%)

66 歳 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)  0 (0%)

67 歳 1 (3.3%)  1 (3.2%) 0 (0%)  0 (0%)

68 歳 0 (0%)  0 (0%) 1 (0.9%)  1 (0.9%)

69 歳 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)  0 (0%)

70 歳 0 (0%)  0 (0%) 3 (2.8%)  1 (0.9%)

71 歳以上 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)  0 (0%)

定年を設けていない 0 (0%)  0 (0%) 1 (0.9%)  0 (0%)

合計 30 (100%)  31 (100%) 105 (100%)  110 (100%)

平成 25 年度 
平均退職年齢 61.9 歳 61.2 歳 
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 グラフ Ｑ４（１）の２ 教員と職員の定年年齢の差（会員数の割合） 

 

 

 表 Ｑ４（１）の２ 教員と職員の定年年齢の差 

区 分 合 計 
大学法人 

（医歯を除く） 

大学法人 

（医歯） 
短大法人等 

教員の方が高い 382 (63.5%) 325 (69.7%) 13 (43.3%) 44 (41.9%)

同 じ 218 (36.2%) 140 (30.0%) 17 (56.6%) 61 (58.0%)

教員の方が低い 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

定年を設けていない 1 (0.1%) 1 (0.2%) 0 (0%) 0 (0%)

合 計 601 (100%) 466 (100%) 30 (100%) 105 (100%)

 

 グラフ Ｑ４（１）の３ 地域別の教職員の定年年齢（会員数の割合） 
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 グラフ Ｑ４（１）の４ 入学定員規模別の教職員の定年年齢（会員数の割合） 
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 表 Ｑ４（１）の４ 入学定員規模別の教職員の定年年齢 

 

規模 区分 
教員 職員 

大学法人 短大法人等 合計 大学法人 短大法人等 合計 

100 人 

未満 

60 歳 3 (18.7%) 8 (61.5%) 11 (37.9%) 7 (43.7%) 10 (76.9%) 17 (58.6%)

61~64 歳 1 (6.2%) 1 (7.6%) 2 (6.8%) 1 (6.2%) 0 (0%) 1 (3.4%)

65 歳 9 (56.2%) 1 (7.6%) 10 (34.4%) 8 (50.0%) 0 (0%) 8 (27.5%)

66~69 歳 2 (12.5%) 0 (0%) 2 (6.8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

70 歳 1 (6.2%) 2 (15.3%) 3 (10.3%) 0 (0%) 2 (15.3%) 2 (6.8%)

71 歳以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

定年を 
設けていない 

0 (0%) 1 (7.6%) 1 (3.4%) 0 (0%) 1 (7.6%) 1 (3.4%)

合計 16 (100%) 13 (100%) 29 (100%) 16 (100%) 13 (100%) 29 (100%)

200 人 

未満 

60 歳 1 (2.5%) 15 (35.7%) 16 (19.7%) 20 (50.0%) 31 (73.8%) 51 (62.9%)

61~64 歳 2 (5.1%) 3 (7.1%) 5 (6.1%) 7 (17.5%) 2 (4.7%) 9 (11.1%)

65 歳 30 (76.9%) 21 (50.0%) 51 (62.9%) 12 (30.0%) 8 (19.0%) 20 (24.6%)

66~69 歳 2 (5.1%) 1 (2.3%) 3 (3.7%) 1 (2.5%) 0 (0%) 0 (0%)

70 歳 4 (10.2%) 2 (4.7%) 6 (7.4%) 0 (0%) 1 (2.3%) 1 (1.2%)

71 歳以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

定年を 
設けていない 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

合計 39 (100%) 42 (100%) 81 (100%) 40 (100%) 42 (100%) 81 (100%)

300 人 

未満 

60 歳 6 (11.1%) 6 (21.4%) 12 (14.6%) 32 (59.2%) 14 (50.0%) 46 (56.0%)

61~64 歳 2 (3.7%) 4 (14.2%) 6 (7.3%) 6 (11.1%) 3 (10.7%) 9 (10.9%)

65 歳 34 (62.9%) 16 (57.1%) 50 (60.9%) 16 (29.6%) 10 (35.7%) 26 (31.7%)

66~69 歳 5 (9.2%) 2 (7.1%) 7 (8.5%) 0 (0%) 1 (3.5%) 1 (1.2%)

70 歳 6 (11.1%) 0 (0%) 6 (7.3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

71 歳以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

定年を 
設けていない 

1 (2%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

合計 54 (100%) 28 (100%) 82 (100%) 54 (100%) 28 (100%) 82 (100%)
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規模 区分 
教員 職員 

大学法人 短大法人等 合計 大学法人 短大法人等 合計 

400 人 

未満 

60 歳 2 (3.5%) 2 (14.2%) 4 (5.7%) 27 (48.2%) 8 (57.1%) 35 (50.0%)

61~64 歳 3 (5.3%) 2 (14.2%) 5 (7.1%) 10 (17.8%) 2 (14.2%) 12 (17.1%)

65 歳 39 (69.6%) 7 (50.0%) 46 (65.7%) 17 (30.3%) 4 (28.5%) 21 (30.0%)

66~69 歳 6 (10.7%) 1 (7.1%) 7 (10.0%) 2 (3.5%) 0 (0%) 2 (2.8%)

70 歳 6 (10.7%) 2 (14.2%) 8 (11.4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

71 歳以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

定年を 
設けていない 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

合計 56 (100%) 14 (100%) 70 (100%) 56 (100%) 14 (100%) 70 (100%)

500 人 

未満 

60 歳 7 (12.2%) 3 (60.0%) 10 (16.1%) 27 (47.3%) 4 (80.0%) 31 (50.0%)

61~64 歳 3 (5.2%) 0 (0%) 3 (4.8%) 7 (12.2%) 0 (0%) 7 (11.2%)

65 歳 35 (61.4%) 2 (40.0%) 37 (59.6%) 23 (40.3%) 1 (20.0%) 24 (38.7%)

66~69 歳 8 (14.0%) 0 (0%) 8 (12.9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

70 歳 4 (7.0%) 0 (0%) 4 (6.4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

71 歳以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

定年を 
設けていない 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

合計 57 (100%) 5 (100%) 62 (100%) 57 (100%) 5 (100%) 62 (100%)

600 人 

未満 

60 歳 3 (6.2%) 0 (0%) 3 (5.8%) 27 (56.2%) 1 (33.3%) 28 (54.9%)

61~64 歳 4 (8.3%) 0 (0%) 4 (7.8%) 8 (16.6%) 1 (33.3%) 9 (17.6%)

65 歳 26 (54.1%) 3 (100%) 29 (56.8%) 13 (27.0%) 1 (33%) 14 (27.4%)

66~69 歳 8 (16.6%) 0 (0%) 8 (15.6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

70 歳 7 (14.5%) 0 (0%) 7 (13.7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

71 歳以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

定年を 
設けていない 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

合計 48 (100%) 3 (100%) 51 (100%) 48 (100%) 3 (100%) 51 (100%)
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規模 区分 
教員 職員 

大学法人 短大法人等 合計 大学法人 短大法人等 合計 

800 人 

未満 

60 歳 5 (8.7%)  5 (8.7%) 29 (50.8%)    29 (50.8%)

61~64 歳 4 (7.0%)  4 (7.0%) 8 (14.0%)    8 (14.0%)

65 歳 36 (63.1%)  36 (63.1%) 19 (33.3%)    19 (33.3%)

66~69 歳 4 (7.0%)  4 (7.0%) 1 (1.7%)    1 (1.7%)

70 歳 8 (14.0%)  8 (14.0%) 0 (0%)    0 (0%)

71 歳以上 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)    0 (0%)

定年を 
設けていない 

0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)    0 (0%)

合計 57 (100%)  57 (100%) 57 (100%)    57 (100%)

1,000

人未満 

60 歳 0 (0%)  0 (0%) 10 (41.6%)    10 (41.6%)

61~64 歳 2 (8.3%)  2 (8.3%) 4 (16.6%)    4 (16.6%)

65 歳 17 (70.8%)  17 (70.8%) 9 (37.5%)    9 (37.5%)

66~69 歳 3 (12.5%)  3 (12.5%) 1 (4%)    1 (4%)

70 歳 2 (8%)  2 (8%) 0 (0%)    0 (0%)

71 歳以上 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)    0 (0%)

定年を 
設けていない 

0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)    0 (0%)

合計 24 (100%)  24 (100%) 24 (100%)    24 (100%)

1,500

人未満 

60 歳 4 (7.0%)  4 (7.0%) 20 (35.0%)    20 (35.0%)

61~64 歳 3 (5.2%)  3 (5.2%) 11 (19.2%)    11 (19.2%)

65 歳 24 (42.1%)  24 (42.1%) 25 (43.8%)    25 (43.8%)

66~69 歳 11 (19.2%)  11 (19.2%) 0 (0%)    0 (0.0%)

70 歳 15 (26.3%)  15 (26.3%) 1 (1.7%)    1 (1.7%)

71 歳以上 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%)    0 (0%)

定年を 
設けていない 

0 (0%)  0 (0.0%) 0 (0%)    0 (0%)

合計 57 (100%)  57 (100%) 57 (100%)    57 (100%)
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規模 区分 
教員 職員 

大学法人 短大法人等 合計 大学法人 短大法人等 合計 

3,000

人未満 

60 歳 3 (5.0%)   3 (5%) 20 (33.8%)    20 (33.8%)

61~64 歳 0 (0%)   0 (0%) 7 (11.8%)    7 (11.8%)

65 歳 28 (47.4%)   28 (47.4%) 31 (52.5%)    31 (52.5%)

66~69 歳 10 (16.9%)   10 (16.9%) 1 (1.6%)    1 (1.6%)

70 歳 18 (30.5%)   18 (30.5%) 0 (0%)    0 (0%)

71 歳以上 0 (0%)   0 (0%) 0 (0%)    0 (0%)

定年を 
設けていない 

0 (0%)   0 (0%) 0 (0%)    0 (0%)

合計 59 (100%)   59 (100%) 59 (100%)    59 (100%)

3,000

人以上 

60 歳 1 (3.4%)   1 (3.4%) 7 (24.1%)    7 (24.1%)

61~64 歳 2 (6.8%)   2 (6.8%) 4 (13.7%)    4 (13.7%)

65 歳 12 (41.3%)   12 (41.3%) 18 (62.0%)    18 (62.0%)

66~69 歳 5 (17.2%)   5 (17.2%) 0 (0%)    0 (0%)

70 歳 8 (27.5%)   8 (27.5%) 0 (0%)    0 (0%)

71 歳以上 1 (3.4%)   1 (3.4%) 0 (0%)    0 (0%)

定年を 
設けていない 

0 (0%)   0 (0%) 0 (0%)    0 (0%)

合計 29 (100%)   29 (100%) 29 (100%)    29 (100%)

全規模 

合計 

60 歳 35 (7.0%) 34 (32.3%) 69 (11.4%) 226 (45.5%) 68 (64.7%) 294 (48.9%)

61~64 歳 26 (5.2%) 10 (9.5%) 36 (5.9%) 73 (14.7%) 8 (7.6%) 81 (13.4%)

65 歳 290 (58.4%) 50 (47.6%) 340 (56.5%) 191 (38.5%) 24 (22.8%) 215 (35.7%)

66~69 歳 64 (12.9%) 4 (3.8%) 68 (11.3%) 5 (1.0%) 1 (0.9%) 6 (0.9%)

70 歳 79 (15.9%) 6 (5.7%) 85 (14.1%) 1 (0.2%) 3 (2.8%) 4 (0.6%)

71 歳以上 1 (0.2%) 0 (0%) 1 (0.1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

定年を 
設けていない 

1 (0.2%) 1 (0.9%) 2 (0.3%) 0 (0%) 1 (0.9%) 1 (0.1%)

合計 496 (100%) 105 (100%) 601 (100%) 496 (100%) 105 (100%) 601 (100%)
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Ｑ４（２）定年退職後の継続雇用制度 

 

  定年退職後の継続雇用制度については、教職員共に「継続雇用制度を設けているが、退職金の支給

対象としていない」と回答した会員が多く、教員で 303 会員（50.4%）、職員で 359 会員（59.7%）

という結果となった。また、次いで多いのが「継続雇用制度を設けていない」とする会員で、教員で

181 会員（30.1%）、職員で 138 会員（22.9%）となった。 

  短大法人等では、「継続雇用制度を設けているが、退職金の支給対象としていない」の次に「継続雇

用制度を設けており、退職金の支給対象としている」とする回答が教職員共に多く、大学法人とは異

なる結果となった。 

  全体の結果として、昨年と比較すると、少数ではあるが「継続雇用制度を設けていない」「その他」

とした会員数が減り、その分「継続雇用制度を設けており、退職金の支給対象としている」「継続雇用

制度を設けているが、退職金の支給対象としていない」とした会員が増えていることがわかった。制

度の内容に差はあるものの、継続雇用制度を導入する会員が少し増えたことがわかる結果となった。 

 

 グラフ Ｑ４（２）定年退職後の継続雇用制度（会員数の有無） 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人教員

（医歯を除く）

大学法人教員（医歯）

短大法人等教員

大学法人職員

（医歯を除く）

大学法人職員

（医歯）

短大法人等職員

継続雇用制度を設けており、退職金の支給対象としている

継続雇用制度を設けているが、退職金の支給対象としていない

継続雇用制度を設けていない

その他
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 表 Ｑ４（２）定年退職後の継続雇用制度 

 

 教 員 

区分 
合計 大学法人（医歯を除く） 

平成 26 年度  平成 25 年度 平成 26 年度  平成 25 年度 

継続雇用制度あり 

退職金支給対象 
91 (15.1%)  79 (13.1%) 65 (13.9%)  56 (12.0%)

継続雇用制度あり 

退職金支給対象外 
303 (50.4%)  295 (49.0%) 225 (48.2%)  218 (47.0%)

継続雇用制度を 

設けていない 
181 (30.1%)  194 (32.2%) 153 (32.8%)  164 (35.4%)

その他 26 (4.3%)  33 (5.4%) 23 (4.9%)  25 (5.3%)

合計 601 (100%)  601 (100%) 466 (100%)  463 (100%)

区分 
大学法人（医歯） 短大法人等 

平成 26 年度  平成 25 年度 平成 26 年度  平成 25 年度 

継続雇用制度あり 

退職金支給対象 
1 (3.3%)  1 (3.2%) 25 (23.8%) > 22 (20.5%)

継続雇用制度あり 

退職金支給対象外 
20 (66.6%) > 19 (61.2%) 58 (55.2%)  58 (54.2%)

継続雇用制度を 

設けていない 
8 (26.6%) < 10 (32.2%) 20 (19.0%)  20 (18.6%)

その他 1 (3.3%)  1 (3.2%) 2 (1.9%) < 7 (6.5%)

合計 30 (100%)  31 (100%) 105 (100%)  107 (100%)

 

職 員 

区分 
合計 大学法人（医歯を除く） 

平成 26 年度  平成 25 年度 平成 26 年度  平成 25 年度 

継続雇用制度あり 

退職金支給対象 
85 (14.1%)  76 (12.6%) 59 (12.6%)  53 (11.4%)

継続雇用制度あり 

退職金支給対象外 
359 (59.7%)  350 (58.2%) 272 (58.3%)  263 (56.8%)

継続雇用制度を 

設けていない 
138 (22.9%)  150 (24.9%) 120 (25.7%)  131 (28.2%)

その他 19 (3.1%)  25 (4.1%) 15 (3.2%)  16 (3.4%)

合計 601 (100%)  601 (100%) 466 (100%)  463 (100%)
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区分 
大学法人（医歯） 短大法人等 

平成 26 年度  平成 25 年度 平成 26 年度  平成 25 年度 

継続雇用制度あり 

退職金支給対象 
1 (3.3%)   1 (3.2%) 25 (23.8%) > 22 (20.5%)

継続雇用制度あり 

退職金支給対象外 
22 (73.3%)   23 (74.1%) 65 (61.9%)   64 (59.8%)

継続雇用制度を 

設けていない 
5 (16.6%)   5 (16.1%) 13 (12.3%)   14 (13.0%)

その他 2 (6.6%)   2 (6.4%) 2 (1.9%)   7 (6.5%)

合計 30 (100%)   31 (100%) 105 (100%)   107 (100%)

 

表 Ｑ４（２）の２ 定年退職後の継続雇用制度適用人数 

 

教 員 

区分 
大学法人 大学法人 

短大法人等 合計 
（医歯を除く） （医歯） 

継続雇用制度あり 

退職金支給対象 
585 0 81 666 

継続雇用制度あり 

退職金支給対象外 
1,372 115 147 1,634 

合計 1,957 115 228 2,300 

 

職 員 

区分 
大学法人 大学法人 

短大法人等 合計 
（医歯を除く） （医歯） 

継続雇用制度あり 

退職金支給対象 
158 2 39 199 

継続雇用制度あり 

退職金支給対象外 
883 415 79 1,377 

合計 1,041 417 118 1,576 
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Ｑ４（３）継続雇用制度の適用者に対する退職金 

 

  Ｑ４（２）で、「継続雇用制度を設けており、退職金の支給対象としている」とした会員（教員 91

会員、職員 85 会員）に対し、継続雇用期間の退職金の考え方を調査した。 

  教職員共に「継続雇用期間は在職期間を通算せず、継続雇用期間による支給率を適用し、退職金を

別途支給する」とした会員が多く、教員で 59 会員（64.8%）、職員で 58 会員（68.2%）となった。  

大学区分に関わらず教職員共に同様の回答を得ている。 

 

 グラフ Ｑ４（３）継続雇用制度の適用者に対する退職金（会員数の割合） 

 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人教員

（医歯を除く）

大学法人教員

（医歯）

短大法人等教員

大学法人職員

（医歯を除く）

大学法人職員

（医歯）

短大法人等職員

採用から継続雇用期間の終了まで通算した在職期間による支給率を適用し、退職金を支給する

継続雇用期間は在職期間を通算せず、継続雇用期間による支給率を適用し、退職金を別途支給する

継続雇用期間は在職期間を通算せず、継続雇用期間に応じた定額を別途支給する

継続雇用期間は在職期間を通算せず、役割や勤務成績等を勘案し、個人別に異なる定額を別途支給する

その他

６３．０％ 

１００％ 

６８．０％ 

６６．１％ 

１００％ 

７２．０％ 

２０．０％ 

３２．０％ 

１６．９％ 

２８．０％ 

平成26年度退職金等に関する実態調査報告書

46



 

 

 

 

 表 Ｑ４（３）継続雇用制度の適用者に対する退職金 

 

 教 員 

区分 
大学法人 大学法人 

短大法人等 合計 
（医歯を除く） （医歯） 

採用から継続雇用期間の終了まで通算した 
在職期間による支給率で退職金を支給 

13 (20.0%) 0 (0%) 8 (32.0%) 21 (23.0%)

在職期間を通算せず継続雇用期間による 
支給率で退職金を別途支給 

41 (63.0%) 1 (100%) 17 (68.0%) 59 (64.8%)

在職期間を通算せず継続雇用期間に応じた 
定額の退職金を別途支給 

4 (6.1%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (4.3%)

個人別に異なる定額を別途支給 1 (1.5%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.0%)

その他 6 (9.2%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (6.5%)

合 計 65 (100%) 1 (100%) 25 (100%) 91 (100%)

 

 

職 員 

区分 
大学法人 大学法人 

短大法人等 合計 
（医歯を除く） （医歯） 

採用から継続雇用期間の終了まで通算した 
在職期間による支給率で退職金を支給 

10 (16.9%) 0 (0%) 7 (28.0%) 17 (20.0%)

在職期間を通算せず継続雇用期間による 
支給率で退職金を別途支給 

39 (66.1%) 1 (100%) 18 (72.0%) 58 (68.2%)

在職期間を通算せず継続雇用期間に応じた 
定額の退職金を別途支給 

2 (3.3%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2.3%)

個人別に異なる定額を別途支給 1 (1.6%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.1%)

その他 7 (11.8%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (8.2%)

合 計 59 (100%) 1 (100%) 25 (100%) 85 (100%)
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Ｑ５ 退職金の支給条件として必要な在職期間 

 

  退職金の支給条件として必要な在職期間については、教職員共に「１年以上」とした会員が最も多

く、教員で 464 会員（77.2%）、職員で 462 会員（76.8%）となった。これは法人種別ごとに見て

も同じ傾向にあり、また過去と比較してもほぼ同様の結果となっている。次いで多いのは「０年以上

（1 年未満）」との回答だった。 

なお、医・歯学部を設置している大学法人では、教職員共に「３年以上」としている会員が最も多

かった。 

 

 グラフ Ｑ５ 退職金の支給条件として必要な在職期間（会員数の割合） 

 
表 Ｑ５ 退職金の支給条件として必要な在職期間 

教 員 

区分 
合計 大学法人（医歯を除く） 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

0 年以上 
（１年未満） 66 (10.9%)   74 (12.2%) 59 (12.6%)   63 (13.6%)

１年以上 464 (77.2%)   458 (76.0%) 365 (78.3%)   356 (77.2%)

２年以上 26 (4.3%)   31 (5.1%) 15 (3.2%)   19 (4.1%)

３年以上 36 (5.9%)   33 (5.4%) 20 (4.2%)   18 (3.9%)

４年以上 0 (0%)   3 (0.4%) 0 (0%)   2 (0.4%)

その他 9 (1.4%)   3 (0.4%) 7 (1.5%)   3 (0.6%)

合計 601 (100%)   602 (100%) 466 (100%)   461 (100%)
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大学法人教員
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0年以上 1年以上 2年以上 3年以上 4年以上 その他
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区分 
大学法人（医歯） 短大法人等 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

0 年以上 
（１年未満） 2 (6.6%)   2 (6.4%) 5 (4.7%) < 9 (8.1%)

１年以上 8 (26.6%)   9 (29.0%) 91 (86.6%)   93 (84.5%)

２年以上 8 (26.6%)   9 (29.0%) 3 (2.8%)   3 (2.7%)

３年以上 11 (36.6%)   11 (35.4%) 5 (4.7%)   4 (3.6%)

４年以上 0 (0%)   0 (0%) 0 (0%)   1 (0.9%)

その他 1 (3.3%) > 0 (0%) 1 (0.9%)   0 (0%)

合計 30 (100%)   31 (100%) 105 (100%)   110 (100%)

 

職 員 

区分 
合計 大学法人（医歯を除く） 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

0 年以上 
（１年未満） 67 (11.1%)   74 (12.2%) 60 (12.8%)   63 (13.6%)

１年以上 462 (76.8%)   458 (76.0%) 363 (77.8%)   356 (77.2%)

２年以上 25 (4.1%)   30 (4.9%) 14 (3.0%)   18 (3.9%)

３年以上 36 (5.9%)   34 (5.6%) 21 (4.5%)   19 (4.1%)

４年以上 1 (0.1%)   3 (0.4%) 0 (0%)   2 (0.4%)

その他 10 (1.6%)   3 (0.4%) 8 (1.7%)   3 (0.6%)

合計 601 (100%)   602 (100%) 466 (100%)   461 (100%)

 

区分 
大学法人（医歯） 短大法人等 

平成 26 年度  平成 23 年度 平成 26 年度  平成 23 年度 

0 年以上 
（１年未満） 2 (6.6%)   2 (6.4%) 5 (4.7%) < 9 (8.1%)

１年以上 8 (26.6%)   9 (29.0%) 91 (86.6%)   93 (84.5%)

２年以上 8 (26.6%)   9 (29.0%) 3 (2.8%)   3 (2.7%)

３年以上 10 (33.3%)   11 (35.4%) 5 (4.7%)   4 (3.6%)

４年以上 1 (3.3%) > 0 (0%) 0 (0%)   1 (0.9%)

その他 1 (3.3%) > 0 (0%) 1 (0.9%)   0 (0%)

合計 30 (100%)   31 (100%) 105 (100%)   110 (100%)
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Ｑ６ 退職金の算定方法 

 

  退職金の算定方法については、「退職金算定基礎額×支給率」としている会員が最も多く、教員で

499 会員（83.0%）、職員で 495 会員（82.3%）だった。また、「退職金算定基礎額×支給率」に、

功労勘案額や調整額を加算しているのは、教員で73 会員（12.1%）、職員で71 会員（11.8％）だった。 

  ポイント制と退職金算定基礎額×支給率との併用を含め、ポイント制を導入している会員は、教員

で 12 会員（1.8%）、職員で 18 会員（2.9%）であった。 

 

 表 Ｑ６ 退職金の算定方法（会員数の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人教員

短大法人等教員

大学法人職員

短大法人等職員

基礎額×支給率 基礎額×支給率＋功労勘案額
基礎額×支給率＋調整額 ポイント制
ポイント制&基礎額×支給率 その他

８２．４％ 

８５．７％ 

８１．８％ 

８４．７％ 
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表 Ｑ６ 退職金の算定方法 

 

教 員 

区 分 
合 計 

平成 26 年度  平成 23 年度 

退職金算定基礎額×支給率 499 (83.0%) < 530 (88.0%)

退職金算定基礎額×支給率 

＋功労勘案額等 
59 (9.8%)

 60 (9.9%)
退職金算定基礎額×支給率 

＋調整額 
14 (2.3%)

ポイント制 9 (1.4%)  9 (1.4%)

ポイント制と退職金算定 

基礎額×支給率の併用 
3 (0.4%)  3 (0.4%)

その他 17 (2.8%)  0 (0%)

合 計 601 (100%)  602 (100%)

 

区分 
大学法人 短大法人等 

平成 26 年度 平成 23 年度 平成 26 年度 平成 23 年度 

退職金算定基礎額×支給率 409 (82.4%) < 431 (87.6%) 90 (85.7%) < 99 (90.0%)

退職金算定基礎額×支給率 

＋功労勘案額等 
51 (10.2%)

 52 (10.5%)

8 (7.6%) 

  8 (7.2%)
退職金算定基礎額×支給率 

＋調整額 
13 (2.6%) 1 (0.9%) 

ポイント制 6 (1.2%)  7 (1.4%) 3 (2.8%)   2 (1.8%)

ポイント制と退職金算定 

基礎額×支給率の併用 
2 (0.4%)  2 (0.4%) 1 (0.9%)   1 (0.9%)

その他 15 (3.0%) > 0 (0%) 2 (1.9%)   0 (0%)

合計 496 (100%)  492 (100%) 105 (100%)   110 (100%)
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職 員 

区 分 
合 計 

平成 26 年度  平成 23 年度 

退職金算定基礎額×支給率 495 (82.3%) < 523 (86.8%)

退職金算定基礎額×支給率 

＋功労勘案額等 
60 (9.9%)

 62 (10.2%)
退職金算定基礎額×支給率 

＋調整額 
11 (1.8%)

ポイント制 14 (2.3%)  14 (2.3%)

ポイント制と退職金算定 

基礎額×支給率の併用 
4 (0.6%)  3 (0.4%)

その他 17 (2.8%) 0 (0%)

合 計 601 (100%)  602 (100%)

 

区分 
大学法人 短大法人等 

平成 26 年度 平成 23 年度 平成 26 年度 平成 23 年度 

退職金算定基礎額×支給率 406 (81.8%) < 424 (86.1%) 89 (84.7%) < 99 (90.0%)

退職金算定基礎額×支給率 

＋功労勘案額等 
51 (10.2%)

 54 (10.9%)

9 (8.5%) 

 8 (7.2%)
退職金算定基礎額×支給率 

＋調整額 
10 (2.0%) 1 (0.9%) 

ポイント制 11 (2.2%)  12 (2.4%) 3 (2.8%)  2 (1.8%)

ポイント制と退職金算定 

基礎額×支給率の併用 
3 (0.6%)  2 (0.4%) 1 (0.9%)  1 (0.9%)

その他 15 (3.0%) > 0 (0%) 2 (1.9%)  0 (0%)

合計 496 (100%)  492 (100%) 105 (100%)  110 (100%)
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Ｑ７ 退職金の算定基礎額 

 

  当財団に届け出る「俸給月額」である「会員が退職金算定の基礎としている俸給の月額」は、教職

員共に同じ傾向であり、「退職時の俸給（本俸）」が最も多く、教員で 452 会員（75.2%）、職員で   

436 会員（72.5%）となった。次いで、「退職時の俸給に手当等（金額）を加える」とした会員が、

教員で 100 会員（16.6％）、職員で 104 会員（17.3％）となった。 

  なお、「その他」の回答には、「在職中の最高時の俸給月額」、「退職時を含んだ過去２年間の俸給の

月平均額」、「他の財団の退職金の算定基礎額」などがあった。 

 

表 Ｑ７ 退職金の算定基礎額（会員数の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人教員

短大法人等教員

大学法人職員

短大法人等職員

退職時の俸給（本俸） 退職時の俸給に計算式を加える（手当以外）

退職時の俸給に手当等（金額）を加える 過去の俸給等（退職時の俸給以外）の平均

ポイント制 その他

７６．２％ 

７０．４％ 

７３．５％ 

６７．６％ 

２０．９％ 

１６．１％ 

１５．７％ 

２２．８％ 

2014（平成26）年11月14日

53



 

 

 

 

 表 Ｑ７ 退職金の算定基礎額 

 

 教 員 

区 分 
合 計 

平成 26 年度  平成 23 年度 

退職時の俸給（本俸） 452 (75.2%)  459 (76.2%)

退職時の俸給に 

計算式を加える（手当以外）
8 (1.3%)  12 (1.9%)

退職時の俸給に 

手当等（金額）を加える 
100 (16.6%)  92 (15.2%)

過去の俸給等（退職時の 

俸給以外）の平均 
8 (1.3%)  13 (2.1%)

ポイント制 9 (1.4%)  8 (1.3%)

その他 24 (3.9%)  18 (2.9%)

合 計 601 (100%)  602 (100%)

 

区分 
大学法人 短大法人等 

平成 26 年度 平成 23 年度 平成 26 年度 平成 23 年度 

退職時の俸給（本俸） 378 (76.2%)  380 (77.2%) 74 (70.4%)  79 (71.8%)

退職時の俸給に 

計算式を加える（手当以外）
8 (1.6%)  12 (2.4%) 0 (0%)  0 (0%)

退職時の俸給に 

手当等（金額）を加える 
78 (15.7%)  69 (14.0%) 22 (20.9%)  23 (20.9%)

過去の俸給等（退職時の 

俸給以外）の平均 
7 (1.4%)  10 (2.0%) 1 (0.9%)  3 (2.7%)

ポイント制 6 (1.2%)  6 (1.2%) 3 (2.8%)  2 (1.8%)

その他 19 (3.8%)  15 (3.0%) 5 (4.7%)  3 (2.7%)

合計 496 (100%)  492 (100%) 105 (100%)   110 (100%)
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 職 員 

区 分 
合 計 

平成 26 年度  平成 23 年度 

退職時の俸給（本俸） 436 (72.5%)  449 (74.5%)

退職時の俸給に 

計算式を加える（手当以外）
11 (1.8%)  12 (1.9%)

退職時の俸給に 

手当等（金額）を加える 
104 (17.3%)  97 (16.1%)

過去の俸給等（退職時の 

俸給以外）の平均 
9 (1.4%)  15 (2.4%)

ポイント制 14 (2.3%)  13 (2.1%)

その他 27 (4.4%)  16 (2.6%)

合 計 601 (100%)  602 (100%)

 

区分 
大学法人 短大法人等 

平成 26 年度 平成 23 年度 平成 26 年度 平成 23 年度 

退職時の俸給（本俸） 365 (73.5%)  373 (75.8%) 71 (67.6%)  76 (69.0%)

退職時の俸給に 

計算式を加える（手当以外）
10 (2.0%)  11 (2.2%) 1 (0.9%)  1 (0.9%)

退職時の俸給に 

手当等（金額）を加える 
80 (16.1%)  71 (14.4%) 24 (22.8%)  26 (23.6%)

過去の俸給等（退職時の 

俸給以外）の平均 
8 (1.6%)  12 (2.4%) 1 (0.9%)  3 (2.7%)

ポイント制 11 (2.2%)  11 (2.2%) 3 (2.8%)  2 (1.8%)

その他 22 (4.4%)  14 (2.8%) 5 (4.7%)  2 (1.8%)

合計 496 (100%)  492 (100%) 105 (100%)  110 (100%)
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Ｑ８ 教職員の賃金水準 

 

  教職員の賃金水準については、教職員共に「概ね国家公務員と同じ」とする会員が最も多く、教員

で 305 会員（50.7%）、職員が 304 会員（50.5%）となった。次いで「概ね国家公務員より低い」

との回答が多く、教員で 153 会員（25.4%）、職員で 165 会員（27.4%）となった。 

  過去の結果と比較すると、「概ね国家公務員と同じ」とした会員の数が減少（平成 20 年度は、教員

で 339 会員（55.6%）、職員で 331 会員（54.3%））しており、その分「概ね国家公務員より低い」

とした会員の数が増加（平成 20 年度は、教員で 123 会員（20.1%）、職員で 140 会員（22.9%））

している結果となった。 

  入学定員規模別で見ると、回答内容は教職員共に同様の傾向にあり、「800 人未満」以下の会員では「概

ね国家公務員と同じ」と「概ね国家公務員より低い」とした会員が大多数を占めているが、「1,000 人未

満」以上の会員では「概ね国家公務員より高い」とした会員の数が比較的多いという結果となった。 

 

 グラフ Ｑ８ 教職員の賃金水準（国家公務員との比較） 

 

 

 ※回答項目の「概ね国家公務員と同じ」「概ね国家公務員より高い」「概ね国家公務員より低い」を、

それぞれ「概ね同じ」「概ね高い」「概ね低い」と省略して表記している。以下同様。 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人教員

短大法人等教員

大学法人職員

短大法人等職員

概ね同じ 概ね高い 概ね低い

５２．１％ 

４３．８％ ４２．８％ 

５１．９％ 

４２．８％ ４５．７％ 

２５．３％ ２２．５％ 

２３．６％ ２４．４％ 
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 表 Ｑ８ 教職員の賃金水準（国家公務員との比較） 

 教 員 

区分 
合計 大学法人 短大法人等 

平成 26 年度   平成 20 年度 平成 26 年度  平成 20 年度 平成 26 年度   平成 20 年度

概ね同じ 305 (50.7%) < 339 (55.6%) 243 (52.1%) < 280 (56.9%) 46 (43.8%) < 59 (50.4%)

概ね高い 143 (23.7%)  147 (24.1%) 118 (25.3%) 131 (26.6%) 14 (13.3%)  16 (13.6%)

概ね低い 153 (25.4%) > 123 (20.1%) 105 (22.5%) > 81 (16.4%) 45 (42.8%) > 42 (35.8%)

合 計 601 (100%)  609 (100%) 466 (100%) 492 (100%) 105 (100%)  117 (100%)

 

 職 員 

区分 
合計 大学法人 短大法人等 

平成 26 年度   平成 20 年度 平成 26 年度  平成 20 年度 平成 26 年度   平成 20 年度

概ね同じ 304 (50.5%) < 331 (54.3%) 242 (51.9%) < 274 (55.6%) 45 (42.8%) < 57 (48.7%)

概ね高い 132 (21.9%)  138 (22.6%) 110 (23.6%) 125 (25.4%) 12 (11.4%)  13 (11.1%)

概ね低い 165 (27.4%) > 140 (22.9%) 114 (24.4%) > 93 (18.9%) 48 (45.7%) > 47 (40.1%)

合計 601 (100%)  609 (100%) 466 (100%) 492 (100%) 105 (100%)  117 (100%)

 

 グラフ Ｑ８の２ 教職員の賃金水準（国家公務員との比較） 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

100人未満

200人未満

300人未満

400人未満

500人未満

600人未満

800人未満

1,000人未満

1,500人未満

3,000人未満

3,000人以上

概ね同じ 概ね高い 概ね低い

※ 割合は教職員共に同じ傾向にあるため、グラフは教員のみを表示している。 

４１．３％ 

４５．６％ 

４７．５％ 

５４．２％ 

５０．０％ 
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４７．３％ 
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３４．２％ 
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２４．５％ 

３７．５％ 

４７．３％ 

４７．４％ 
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１９．５％ 
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 表 Ｑ８の２ 入学定員規模別教職員の賃金水準（国家公務員との比較） 

 

 教 員 

規模 区分 
平成 26 年度   平成 20 年度 

大学法人 短大法人等 合計   合計 

100 人 

未満 

概ね同じ 6 (37.5%) 6 (46.1%) 12 (41.3%) > 7 (32%)

概ね高い 3 (18.7%) 1 (7.6%) 4 (13.7%)   3 (14%)

概ね低い 7 (43.7%) 6 (46.1%) 13 (44.8%) < 12 (54.5%)

合計 16 (100%) 13 (100%) 29 (100%)   22 (100%)

200 人 

未満 

概ね同じ 19 (48.7%) 18 (42.8%) 37 (45.6%) < 39 (48.7%)

概ね高い 7 (17.9%) 7 (16.6%) 14 (17.2%) > 10 (12.5%)

概ね低い 13 (33.3%) 17 (40.4%) 30 (37.0%)   31 (38.7%)

合計 39 (100%) 42 (100%) 81 (100%)   80 (100%)

300 人 

未満 

概ね同じ 26 (48.1%) 13 (46.4%) 39 (47.5%) < 45 (61.6%)

概ね高い 11 (20.3%) 5 (17.8%) 16 (19.5%) > 7 (9.5%)

概ね低い 17 (31.4%) 10 (35.7%) 27 (32.9%) > 21 (28.7%)

合計 54 (100%) 28 (100%) 82 (100%)   73 (100%)

400 人 

未満 

概ね同じ 33 (58.9%) 5 (35.7%) 38 (54.2%) < 49 (66.2%)

概ね高い 8 (14.2%) 0 (0%) 8 (11.4%)   7 (9.4%)

概ね低い 15 (26.7%) 9 (64.2%) 24 (34.2%) > 18 (24.3%)

合計 56 (100%) 14 (100%) 70 (100%)   74 (100%)

500 人 

未満 

概ね同じ 29 (50.8%) 2 (40%) 31 (50.0%) < 41 (61.1%)

概ね高い 10 (17.5%) 1 (20%) 11 (17.7%)   13 (19.4%)

概ね低い 18 (31.5%) 2 (40.0%) 20 (32.2%) > 13 (19.4%)

合計 57 (100%) 5 (100%) 62 (100%)   67 (100%)

600 人 

未満 

概ね同じ 31 (64.5%) 2 (67%) 33 (64.7%) < 34 (72.3%)

概ね高い 8 (16.6%) 0 (0%) 8 (15.6%) > 4 (8.5%)

概ね低い 9 (18.7%) 1 (33.3%) 10 (19.6%)   9 (19.1%)

合計 48 (100%) 3 (100%) 51 (100%)   47 (100%)

800 人 

未満 

概ね同じ 35 (61.4%)   35 (61.4%) < 45 (70.3%)

概ね高い 8 (14.0%)   8 (14.0%) < 11 (17.1%)

概ね低い 14 (24.5%)   14 (24.5%) > 8 (12.5%)

合計 57 (100%)   57 (100%)   64 (100%)
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規模 区分 
平成 26 年度   平成 20 年度 

大学法人 短大法人等 合計   合計 

1,000

人未満 

概ね同じ 13 (54.1%)   13 (54.1%) < 21 (61.7%)

概ね高い 9 (37.5%)   9 (37.5%) > 10 (29.4%)

概ね低い 2 (8.3%)   2 (8.3%)   3 (8.8%)

合計 24 (100%)   24 (100%)   34 (100%)

1,500

人未満 

概ね同じ 27 (47.3%)   27 (47.3%)   32 (50.0%)

概ね高い 27 (47.3%)   27 (47.3%) > 27 (42.1%)

概ね低い 3 (5.2%)   3 (5.2%)   5 (7.8%)

合計 57 (100%)   57 (100%)   64 (100%)

3,000

人未満 

概ね同じ 23 (38.9%)   23 (38.9%) > 18 (32.7%)

概ね高い 28 (47.4%)   28 (47.4%) < 34 (61.8%)

概ね低い 8 (13.5%)   8 (13.5%) > 3 (5.4%)

合計 59 (100%)   59 (100%)   55 (100%)

3,000

人以上 

概ね同じ 17 (58.6%)   17 (58.6%) > 8 (27.5%)

概ね高い 10 (34.4%)   10 (34.4%) < 21 (72.4%)

概ね低い 2 (6.8%)   2 (6.8%) > 0 (0%)

合計 29 (100%)   29 (100%)   29 (100%)

全規模 

合 計 

概ね同じ 259 (52.2%) 46 (43.8%) 305 (50.7%) < 339 (55.6%)

概ね高い 129 (26.0%) 14 (13.3%) 143 (23.7%)   147 (24.1%)

概ね低い 108 (21.7%) 45 (42.8%) 153 (25.4%) > 123 (20.1%)

合計 496 (100%) 105 (100%) 601 (100%)   609 (100%)
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 職 員 

規模 区分 
平成 26 年度   平成 20 年度 

大学法人 短大法人等 合計   合計 

100 人 

未満 

概ね同じ 7 (43.7%) 6 (46.1%) 13 (44.8%) > 7 (31.8%)

概ね高い 2 (12.5%) 1 (7.6%) 3 (10.3%) < 3 (13.6%)

概ね低い 7 (43.7%) 6 (46.1%) 13 (44.8%) < 12 (54.5%)

合計 16 (100%) 13 (100%) 29 (100%)   22 (100%)

200 人 

未満 

概ね同じ 18 (46.1%) 20 (47.6%) 38 (46.9%)   36 (45.0%)

概ね高い 6 (15.3%) 5 (11.9%) 11 (13.5%)   9 (11.2%)

概ね低い 15 (38.4%) 17 (40.4%) 32 (39.5%) < 35 (43.7%)

合計 39 (100%) 42 (100%) 81 (100%)   80 (100%)

300 人 

未満 

概ね同じ 26 (48.1%) 12 (42.8%) 38 (46.3%) < 42 (57.5%)

概ね高い 8 (14.8%) 5 (17.8%) 13 (15.8%) > 4 (5.4%)

概ね低い 20 (37.0%) 11 (39.2%) 31 (37.8%)   27 (36.9%)

合計 54 (100%) 28 (100%) 82 (100%)   73 (100%)

400 人 

未満 

概ね同じ 31 (55.3%) 4 (28.5%) 35 (50.0%) < 50 (67.5%)

概ね高い 9 (16.0%) 0 (0%) 9 (12.8%) > 5 (6.7%)

概ね低い 16 (28.5%) 10 (71.4%) 26 (37.1%) > 19 (25.6%)

合計 56 (100%) 14 (100%) 70 (100%)   74 (100%)

500 人 

未満 

概ね同じ 30 (52.6%) 1 (20.0%) 31 (50.0%) < 41 (61.1%)

概ね高い 9 (15.7%) 1 (20.0%) 10 (16.1%)   12 (17.9%)

概ね低い 18 (31.5%) 3 (60.0%) 21 (33.8%) > 14 (20.8%)

合計 57 (100%) 5 (100%) 62 (100%)   67 (100%)

600 人 

未満 

概ね同じ 28 (58.3%) 2 (66.6%) 30 (58.8%) < 33 (70.2%)

概ね高い 7 (14.5%) 0 (0%) 7 (13.7%) > 5 (10.6%)

概ね低い 13 (27.0%) 1 (33.3%) 14 (27.4%) > 9 (19.1%)

合計 48 (100%) 3 (100%) 51 (100%)   47 (100%)

800 人 

未満 

概ね同じ 35 (61.4%)   35 (61.4%) < 42 (65.6%)

概ね高い 7 (12.2%)   7 (12.2%) < 12 (18.7%)

概ね低い 15 (26.3%)   15 (26.3%) > 10 (15.6%)

合計 57 (100%)   57 (100%)   64 (100%)
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前ページから続く 

 

 

 

規模 区分 
平成 26 年度   平成 20 年度 

大学法人 短大法人等 合計   合計 

1,000

人未満 

概ね同じ 13 (54.1%)   13 (54.1%) < 20 (58.8%)

概ね高い 9 (37.5%)   9 (37.5%) > 11 (32.3%)

概ね低い 2 (8.3%)   2 (8.3%)   3 (8.8%)

合計 24 (100%)   24 (100%)   34 (100%)

1,500

人未満 

概ね同じ 28 (49.1%)   28 (49.1%)   33 (51.5%)

概ね高い 26 (45.6%)   26 (45.6%) > 25 (39.0%)

概ね低い 3 (5.2%)   3 (5.2%) < 6 (9.3%)

合計 57 (100%)   57 (100%)   64 (100%)

3,000

人未満 

概ね同じ 26 (44.0%)   26 (44.0%) > 18 (32.7%)

概ね高い 27 (45.7%)   27 (45.7%) < 32 (58.1%)

概ね低い 6 (10.1%)   6 (10.1%)   5 (9.0%)

合計 59 (100%)   59 (100%)   55 (100%)

3,000

人以上 

概ね同じ 17 (58.6%)   17 (58.6%) > 9 (31.0%)

概ね高い 10 (34.4%)   10 (34.4%) < 20 (68.9%)

概ね低い 2 (6.8%)   2 (6.8%) > 0 (0%)

合計 29 (100%)   29 (100%)   29 (100%)

全規模 

合 計 

概ね同じ 259 (52.2%) 45 (42.8%) 304 (50.5%) < 331 (54.3%)

概ね高い 120 (24.1%) 12 (11.4%) 132 (21.9%)   138 (22.6%)

概ね低い 117 (23.5%) 48 (45.7%) 165 (27.4%) > 140 (22.9%)

合計 496 (100%) 105 (100%) 601 (100%)   609 (100%)
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Ｑ９（１）教職員の任期制の導入状況 

 

  教職員の任期制の導入状況については、教職員共に「導入している」とした会員の方が多く、教員

で 465 会員（77.3%）、職員で 384 会員（63.8%）となった。 

  平成 20 年度の結果と比較すると、「導入している」とした会員の数が増加しており、教員で 46 会

員（8.5%）増、職員で 69 会員（12.1%）増となっている。 

 

  

 グラフ Ｑ９（１）教職員の任期制の導入状況（会員数の割合） 

 

 表 Ｑ９（１）任期制導入の予定及び検討状況 

 教 員 

区分 
合計 大学法人 短大法人等 

平成 26 年度  平成 20 年度 平成 26 年度  平成 20 年度 平成 26 年度   平成 20 年度 

導入して

いる 
465 (77.3%) > 419 (68.8%) 400 (80.6%) > 366 (74.3%) 65 (61.9%) > 53 (45.2%)

導入して

いない 
136 (22.6%) < 190 (31.1%) 96 (19.3%) < 126 (25.6%) 40 (38.0%) < 64 (54.7%)

合計 601 (100%)  609 (100%) 496 (100%) 492 (100%) 105 (100%)  117 (100%)

 
職 員 

区分 
合計 大学法人 短大法人等 

平成 26 年度  平成 20 年度 平成 26 年度  平成 20 年度 平成 26 年度   平成 20 年度 

導入して

いる 
384 (63.8%) > 315 (51.7%) 328 (66.1%) > 268 (54.4%) 56 (53.3%) > 47 (40.1%)

導入して

いない 
217 (36.1%) < 294 (48.2%) 168 (33.8%) < 224 (45.5%) 49 (46.6%) < 70 (59.8%)

合計 601 (100%)  609 (100%) 496 (100%) 492 (100%) 105 (100%)  117 (100%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人教員

短大法人等教員

大学法人職員

短大法人等職員

導入している 導入していない

８０．６％ 

６１．９％ 

６６．１％ 

５３．３％ 

１９．３％ 

３８．０％ 

３３．８％ 

１６．６％ 
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Ｑ９（２）任期制導入の予定及び検討状況 

 

  教職員の任期制を導入していないとした会員に対し、導入の予定及び検討状況を伺った。 

  教職員共に「導入の予定及び検討はしていない」とした会員が最も多く、教員で 124 会員（84.9%）、

職員で 205 会員（92.3%）となった。「導入を予定している」とした会員は少数で、大学法人は教員

で 2 会員（1.8%）であり、短大法人等は教員で 2 会員（5.0%）、職員で 1 会員（2.0%）であった。 

  

 グラフ Ｑ９（２）任期制導入の予定及び検討状況（会員数の割合） 

 

表 Ｑ９（２）任期制導入の予定及び検討状況 

 

教 員 

区 分 
平成 26 年度 

合計 大学法人 短大法人等 

導入を予定している 4 (2.7%) 2 (1.8%) 2 (5.0%)

導入を検討している 18 (12.3%) 14 (13.2%) 4 (10.0%)

導入の予定及び検討はしていない 124 (84.9%) 90 (84.9%) 34 (85.0%)

合計 146 (100%) 106 (100%) 40 (100%)

職 員 

区 分 
平成 26 年度 

合計 大学法人 短大法人等 

導入を予定している 1 (0.4%) 0 (0%) 1 (2.0%)

導入を検討している 16 (7.2%) 12 (6.9%) 4 (8.1%)

導入の予定及び検討はしていない 205 (92.3%) 161 (93.0%) 44 (89.7%)

合計 222 (100%) 173 (100%) 49 (100%)

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人教員

短大法人等教員

大学法人職員

短大法人等職員

導入を予定している 導入を検討している 導入の予定及び検討はしていない

９０（８４．９％） 

３４（８５．０％） 

１６１（９３．０％） 

４４（８９．７％） 
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Ｑ９（３）職名別任期制の具体的な内容 

 

  任期制を導入していると回答した会員に対し、職名別に制度の具体的な内容を伺った。 

  「適用範囲」は、教授、准教授、講師、職員では「一部」とした会員が多く、助教、助手では「全

て」とした会員が多かった。「期間」は、概ね「１年」「３年」とした会員が多く、「任期更新制度の有

無」については、「有り」と答えた会員が最も多かった。「期間」と「任期更新制度の有無」を踏まえ

て、「更新を含めた任期制雇用最長年数」は、「５年以内」との回答が最も多く、次いで「10 年を超え

るもしくは上限なし」との回答が多かった。 

  また、「退職金給付の有無」については、教員の区分では「有り」とする会員が最も多かったのに対

し、職員では「無し」とする会員が多かった。 

 

 グラフＱ９（３）Ａ 職名別任期制適用範囲（会員数の割合） 

 
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

職員

全て 一部 適用なし

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

職員

全て 一部 適用なし

大学法人 

短大法人 

５７．３％

５４．０％

５２．５％

４４．１％ 

４０．１％ 

７５．６％

４６．９％

４５．４％

４８．４％

４６．９％ 

４６．９％ 

６４．９％

２９．６％ 

３０．４％ 

３２．９％ 

２４．３％ 

３５．０％

２９．６％ ３０．２％ 

４３．９％ 

４２．４％ 

４２．４％ 

２８．７％

３５．０％ 

２８．７％

２４．２％

１５．４％

２０．８％

２４．２％
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 表 Ｑ９（３）Ａ 職名別任期制適用範囲 

区 分 
平成 26 年度   平成 20 年度 

大学法人 短大法人等 合計   合計 

教 授 

全て 117 (29.6%) 28 (42.4%) 145 (31.5%) > 78 (18.6%)

一部 226 (57.3%) 31 (46.9%) 257 (55.8%) < 271 (64.6%)

適用なし 51 (12.9%) 7 (10.6%) 58 (12.6%) < 70 (16.7%)

合計 394 (100%) 66 (100%) 460 (100%)  419 (100%)

准教授 

全て 120 (30.4%) 28 (42.4%) 148 (32.1%) > 80 (19.0%)

一部 213 (54.0%) 30 (45.4%) 243 (52.8%) < 238 (56.8%)

適用なし 61 (15.4%) 8 (12.1%) 69 (15.0%) < 101 (24.1%)

合計 394 (100%) 66 (100%) 460 (100%)  419 (100%)

講 師 

全て 130 (32.9%) 29 (43.9%) 159 (34.5%) > 83 (19.8%)

一部 207 (52.5%) 32 (48.4%) 239 (51.9%) < 254 (60.6%)

適用なし 57 (14.4%) 5 (7.5%) 62 (13.4%) < 82 (19.5%)

合計 394 (100%) 66 (100%) 460 (100%)  419 (100%)

助 教 

全て 174 (44.1%) 31 (46.9%) 205 (44.5%) > 132 (31.5%)

一部 138 (35.0%) 19 (28.7%) 157 (34.1%) < 170 (40.5%)

適用なし 82 (20.8%) 16 (24.2%) 98 (21.3%) < 117 (27.9%)

合計 394 (100%) 66 (100%) 460 (100%)  419 (100%)

助 手 

全て 158 (40.1%) 31 (46.9%) 189 (41.0%) > 112 (26.7%)

一部 117 (29.6%) 16 (24.2%) 133 (28.9%) < 173 (41.2%)

適用なし 119 (30.2%) 19 (28.7%) 138 (30.0%)  134 (31.9%)

合計 394 (100%) 66 (100%) 460 (100%)  419 (100%)

職 員 

全て 79 (24.3%) 20 (35.0%) 99 (25.9%) > 48 (15.2%)

一部 246 (75.6%) 37 (64.9%) 283 (74.0%) < 267 (84.7%)

適用なし 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%)

合計 325 (100%) 57 (100%) 382 (100%)  315 (100%)
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 グラフ Ｑ９（３）Ｂ 職名別任期制の期間 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

職員

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年以上 複数ある

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

職員

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年以上 複数ある

大学法人 

短大法人等 

５９．６％

４８．６％ 

４３．８％ 

３９．８％ 

３９．３％ 

３５．４％ 

３５．１％ 

３５．６％ 

２８．３％

２５．４％

２７．４％

２５．４％

３１．２％

３５．０％ 

３５．５％ 

３２．２％ 

３３．３％ 

２９．１％ 

２９．８％ 

２１．６％

２３．７％

２４．１％

２３．５％

２７．０％

１９．１％ １６．５％

１８．８％ １６．１％ １８．５％

２２．４％ １５．３％ １５．６％

１６．２％ 

２２．１％ 

２２．３％ １７．８％

２３．５％
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 表 Ｑ９（３）Ｂ 職名別任期制の期間 

区分 
平成 26 年度  平成 20 年度 

大学法人 短大法人等 合計  合計 

教 授 

1 年 66 (19.1%) 17 (28.3%) 83 (20.5%)  67 (19.1%)

2 年 6 (1.7%) 4 (6.6%) 10 (2.4%)  10 (2.8%)

3 年 47 (13.6%) 13 (21.6%) 60 (14.8%)  45 (12.8%)

4 年 12 (3.4%) 2 (3.3%) 14 (3.4%)  10 (2.8%)

5 年 57 (16.5%) 3 (5.0%) 60 (14.8%) < 63 (18.0%)

6 年以上 5 (1.4%) 0 (0.0%) 5 (1.2%)  8 (2.2%)

複数ある 151 (43.8%) 21 (35.0%) 172 (42.5%)  146 (41.8%)

合計 344 (100%) 60 (100%) 404 (100%)  349 (100%)

准教授 

1 年 63 (18.8%) 15 (25.4%) 78 (19.8%) > 53 (16.6%)

2 年 6 (1.7%) 4 (6.7%) 10 (2.5%)  12 (3.7%)

3 年 54 (16.1%) 14 (23.7%) 68 (17.3%)  48 (15.0%)

4 年 15 (4.4%) 2 (3.3%) 17 (4.3%)  11 (3.4%)

5 年 62 (18.5%) 3 (5.0%) 65 (16.5%) < 68 (21.3%)

6 年以上 1 (0.2%) 0 (0.0%) 1 (0.2%)  2 (0.6%)

複数ある 133 (39.8%) 21 (35.5%) 154 (39.1%)  124 (38.9%)

合計 334 (100%) 59 (100%) 393 (100%)  318 (100%)

講 師 

1 年 76 (22.4%) 17 (27.4%) 93 (23.2%) > 58 (17.2%)

2 年 10 (2.9%) 4 (6.4%) 14 (3.5%)  13 (3.8%)

3 年 52 (15.3%) 15 (24.1%) 67 (16.7%)  57 (16.9%)

4 年 14 (4.1%) 2 (3.2%) 16 (4.0%)  16 (4.7%)

5 年 53 (15.6%) 4 (6.4%) 57 (14.2%) < 67 (19.8%)

6 年以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  1 (0.2%)

複数ある 133 (39.3%) 20 (32.2%) 153 (38.2%)  125 (37.0%)

合計 338 (100%) 62 (100%) 400 (100%)  337 (100%)
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前ページの続き 

区分 
平成 26 年度  平成 20 年度 

大学法人 短大法人等 合計  合計 

助 教 

1 年 51 (16.2%) 13 (25.4%) 64 (17.5%) > 38 (12.5%)

2 年 11 (3.5%) 3 (5.8%) 14 (3.8%)  19 (6.2%)

3 年 70 (22.3%) 12 (23.5%) 82 (22.5%)  66 (21.8%)

4 年 13 (4.1%) 2 (3.9%) 15 (4.1%)  13 (4.3%)

5 年 56 (17.8%) 4 (7.8%) 60 (16.4%)  57 (18.8%)

6 年以上 1 (0.3%) 0 (0%) 1 (0.2%)  2 (0.6%)

複数ある 111 (35.4%) 17 (33.3%) 128 (35.1%)  107 (35.4%)

合計 313 (100%) 51 (100%) 364 (100%)  302 (100%)

助 手 

1 年 61 (22.1%) 15 (31.2%) 76 (23.4%) > 50 (17.5%)

2 年 16 (5.7%) 3 (6.2%) 19 (5.8%)  15 (5.2%)

3 年 65 (23.5%) 13 (27.0%) 78 (24.0%) > 60 (21.0%)

4 年 5 (1.8%) 1 (2.0%) 6 (1.8%)  12 (4.2%)

5 年 32 (11.5%) 2 (4.1%) 34 (10.4%) < 44 (15.4%)

6 年以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  1 (0.3%)

複数ある 97 (35.1%) 14 (29.1%) 111 (34.2%)  103 (36.1%)

合計 276 (100%) 48 (100%) 324 (100%)  285 (100%)

職 員 

1 年 158 (48.6%) 34 (59.6%) 192 (50.2%) > 133 (42.2%)

2 年 5 (1.5%) 1 (1.7%) 6 (1.5%)  7 (2.2%)

3 年 41 (12.6%) 4 (7.0%) 45 (11.7%)  36 (11.4%)

4 年 0 (0%) 1 (1.7%) 1 (0.2%)  4 (1.2%)

5 年 5 (1.5%) 0 (0%) 5 (1.3%) < 14 (4.4%)

6 年以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  1 (0.3%)

複数ある 116 (35.6%) 17 (29.8%) 133 (34.8%) < 120 (38.0%)

合計 325 (100%) 57 (100%) 382 (100%)  315 (100%)
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 グラフ Ｑ９（３）Ｃ 任期更新制度の有無（会員数の割合） 

 

 
 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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職員

有り 無し 有る人と無い人がいる
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 表 Ｑ９（３）Ｃ 任期更新制度の有無 

区分 
平成 26 年度 

大学法人 短大法人等 合計 

教 授 

有り 224 (65.1%) 39 (65.0%) 263 (65.0%)

無し 26 (7.5%) 7 (11.6%) 33 (8.1%)

有る人と 
無い人がいる 94 (27.3%) 14 (23.3%) 108 (26.7%)

合計 344 (100%) 60 (100%) 404 (100%)

准教授 

有り 218 (65.2%) 40 (67.7%) 258 (65.6%)

無し 30 (8.9%) 5 (8.4%) 35 (8.9%)

有る人と 
無い人がいる 86 (25.7%) 14 (23.7%) 100 (25.4%)

合計 334 (100%) 59 (100%) 393 (100%)

講 師 

有り 222 (65.6%) 41 (66.1%) 263 (65.7%)

無し 30 (9%) 6 (10%) 36 (9%)

有る人と 
無い人がいる 86 (25.4%) 15 (24.1%) 101 (25.2%)

合計 338 (100%) 62 (100%) 400 (100%)

助 教 

有り 203 (64.8%) 35 (68.6%) 238 (65.3%)

無し 42 (13.4%) 5 (10%) 47 (12.9%)

有る人と 
無い人がいる 68 (21.7%) 11 (21.5%) 79 (21.7%)

合計 313 (100%) 51 (100%) 364 (100%)

助 手 

有り 186 (67.3%) 33 (68.7%) 219 (67.5%)

無し 29 (11%) 7 (15%) 36 (11%)

有る人と 
無い人がいる 61 (22.1%) 8 (16.6%) 69 (21.2%)

合計 276 (100%) 48 (100%) 324 (100%)

職 員 

有り 217 (66.7%) 37 (64.9%) 254 (66.4%)

無し 19 (6%) 5 (9%) 24 (6%)

有る人と 
無い人がいる 89 (27.3%) 15 (26.3%) 104 (27.2%)

合計 325 (100%) 57 (100%) 382 (100%)
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 グラフ Ｑ９（３）Ｄ 更新を含めた任期制雇用最長年数（会員数の割合） 
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 表 Ｑ９（３）Ｄ 更新を含めた任期制雇用最長年数 

区分 
平成 26 年度 

大学法人 短大法人等 合計 

教 授 

5 年以内 150 (47.1%) 23 (43.3%) 173 (46.6%)

5 年を超えて 
10 年以内 54 (16.9%) 9 (16.9%) 63 (16.9%)

10 年を超える 
もしくは上限なし 114 (35.8%) 21 (39.6%) 135 (36.3%)

合計 318 (100%) 53 (100%) 371 (100%)

准教授 

5 年以内 142 (46.7%) 24 (44.4%) 166 (46.3%)

5 年を超えて 
10 年以内 52 (17.1%) 10 (18.5%) 62 (17.3%)

10 年を超える 
もしくは上限なし 110 (36.1%) 20 (37.0%) 130 (36.3%)

合計 304 (100%) 54 (100%) 358 (100%)

講 師 

5 年以内 157 (50.9%) 26 (46.4%) 183 (50.2%)

5 年を超えて 
10 年以内 51 (16.5%) 10 (17.8%) 61 (16.7%)

10 年を超える 
もしくは上限なし 100 (32.4%) 20 (35.7%) 120 (32.9%)

合計 308 (100%) 56 (100%) 364 (100%)

助 教 

5 年以内 148 (54.6%) 20 (43.4%) 168 (52.9%)

5 年を超えて 
10 年以内 48 (17.7%) 8 (17.3%) 56 (17.6%)

10 年を超える 
もしくは上限なし 75 (27.6%) 18 (39.1%) 93 (29.3%)

合計 271 (100%) 46 (100%) 317 (100%)

助 手 

5 年以内 147 (59.5%) 21 (51.2%) 168 (58.3%)

5 年を超えて 
10 年以内 38 (15.3%) 5 (12.1%) 43 (14.9%)

10 年を超える 
もしくは上限なし 62 (25.1%) 15 (36.5%) 77 (26.7%)

合計 247 (100%) 41 (100%) 288 (100%)

職 員 

5 年以内 177 (57.8%) 25 (48.0%) 202 (56.4%)

5 年を超えて 
10 年以内 30 (9.8%) 4 (7.6%) 34 (9.4%)

10 年を超える 
もしくは上限なし 99 (32.3%) 23 (44.2%) 122 (34.0%)

合計 306 (100%) 52 (100%) 358 (100%)
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 グラフ Ｑ９（３）Ｅ 退職金給付の有無（会員数の割合） 
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 表 Ｑ９（３）Ｅ 退職金給付の有無 

区分 
平成 26 年度  平成 20 年度 

大学法人 短大法人等 合計  合計 

教 授 

有り 137 (39.8%) 18 (30.0%) 155 (38.3%) < 160 (45.8%)

無し 124 (36.0%) 25 (41.6%) 149 (36.8%) > 100 (28.6%)

有る人と 
無い人がいる 83 (24.1%) 17 (28.3%) 100 (24.7%)  89 (25.5%)

合計 344 (100%) 60 (100%) 404 (100%)  349 (100%)

准教授 

有り 146 (43.7%) 20 (33.8%) 166 (42.2%) < 158 (49.6%)

無し 113 (33.8%) 27 (45.7%) 140 (35.6%) > 88 (27.6%)

有る人と 
無い人がいる 75 (22.4%) 12 (20.3%) 87 (22.1%)  72 (22.6%)

合計 334 (100%) 59 (100%) 393 (100%)  318 (100%)

講 師 

有り 145 (42.8%) 21 (33.8%) 166 (41.5%) < 162 (48.0%)

無し 121 (35.7%) 27 (43.5%) 148 (37.0%) > 96 (28.4%)

有る人と 
無い人がいる 72 (21.3%) 14 (22.5%) 86 (21.5%)  79 (23.4%)

合計 338 (100%) 62 (100%) 400 (100%)  337 (100%)

助 教 

有り 165 (52.7%) 20 (39.2%) 185 (50.8%) < 176 (58.2%)

無し 90 (28.7%) 22 (43.1%) 112 (30.7%) > 72 (23.8%)

有る人と 
無い人がいる 58 (18.5%) 9 (17.6%) 67 (18.4%)  54 (17.8%)

合計 313 (100%) 51 (100%) 364 (100%)  302 (100%)

助 手 

有り 127 (46.0%) 17 (35.4%) 144 (44.4%) < 162 (56.8%)

無し 92 (33.3%) 22 (45.8%) 114 (35.1%) > 70 (24.5%)

有る人と 
無い人がいる 57 (20.6%) 9 (18.7%) 66 (20.3%)  53 (18.5%)

合計 276 (100%) 48 (100%) 324 (100%)  285 (100%)

職 員 

有り 84 (25.8%) 10 (17.5%) 94 (24.6%) < 104 (33.0%)

無し 153 (47.0%) 31 (54.3%) 184 (48.1%) > 117 (37.1%)

有る人と 
無い人がいる 88 (27.0%) 16 (28.0%) 104 (27.2%)  94 (29.8%)

合計 325 (100%) 57 (100%) 382 (100%)  315 (100%)
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Ｑ１０（１）教職員の年俸制の導入状況 

 

  教職員の年俸制の導入状況については、「導入している」とした会員が、教員で 133 会員（22.1%）、

職員で 103 会員（17.1%）となった。 

  

 

 グラフ Ｑ１０（１）教職員の年俸制の導入状況（会員数の割合） 

 
 

 表 Ｑ１０（１）教職員の年俸制の導入状況 

 教 員 

区分 
合計 大学法人 短大法人等 

平成 26 年度  平成 20 年度 平成 26 年度  平成 20 年度 平成 26 年度  平成 20 年度 

導入して

いる 
133 (22.1%)  129 (21.1%) 121 (24.3%)  113 (22.9%) 12 (11.4%)  16 (13.6%)

導入して

いない 
468 (77.8%)  480 (78.8%) 375 (75.6%)  379 (77.0%) 93 (88.5%)  101 (86.3%)

合計 601 (100%)  609 (100%) 496 (100%)  492 (100%) 105 (100%)  117 (100%)

 

職 員 

区分 
合計 大学法人 短大法人等 

平成 26 年度  平成 20 年度 平成 26 年度  平成 20 年度 平成 26 年度  平成 20 年度 

導入して

いる 
103 (17.1%)  98 (16.0%) 90 (18.1%)  84 (17.0%) 13 (12.3%)  14 (11.9%)

導入して

いない 
498 (82.8%)  511 (83.9%) 406 (81.8%)  408 (82.9%) 92 (87.6%)  103 (88.0%)

合計 601 (100%)  609 (100%) 496 (100%)  492 (100%) 105 (100%)  117 (100%)
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大学法人教員
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Ｑ１０（２）年俸制導入の予定及び検討状況 

 

  教職員の年俸制を導入していないと回答した会員に対し、導入の予定及び検討状況を伺った。 

  教職員共に「導入の予定及び検討はしていない」とした会員が最も多く、教員で 441 会員（94.2%）、

職員で 474 会員（95.1%）となった。 

 

  

 グラフ Ｑ１０（２）年俸制導入の予定及び検討状況（会員数の割合） 

表 Ｑ１０（２）年俸制導入の予定及び検討状況 

 

教 員 

区 分 
平成 26 年度 

合計 大学法人 短大法人等 

導入を予定している 2 (0.4%) 2 (0.5%) 0 (0%)

導入を検討している 25 (5.3%) 19 (5.0%) 6 (6.4%)

導入の予定及び検討はしていない 441 (94.2%) 354 (94.4%) 87 (93.5%)

合計 468 (100%) 375 (100%) 93 (100%)

職 員 

区 分 
平成 26 年度 

合計 大学法人 短大法人等 

導入を予定している 2 (0.4%) 2 (0.4%) 0 (0%)

導入を検討している 22 (4.4%) 16 (3.9%) 6 (6.5%)

導入の予定及び検討はしていない 474 (95.1%) 388 (95.5%) 86 (93.4%)

合計 498 (100%) 406 (100%) 92 (100%)
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大学法人職員
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Ｑ１０（３）職名別年俸制の適用範囲と退職金の有無 

 

  年俸制を導入していると回答した会員に対し、職名別に適用範囲を伺った。 

  「適用範囲」は、職名の別に関わらず「一部」または「適用なし」とした会員が多かった。 

  「退職金給付の有無」については、同じく職名の別に関わらず「無し」とした会員が多かった。 

   

  

 グラフ Ｑ１０（３）Ａ 職名別年俸制の適用範囲（会員数の割合） 
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 表 Ｑ１０（３）Ａ 職名別年俸制の適用範囲 

区 分 
平成 26 年度  平成 20 年度 

大学法人 短大法人等 合計  合計 

教 授 

全て 6 (4.9%) 1 (8.3%) 7 (5.2%) < 15 (11.6%)

一部 113 (93.3%) 11 (91.6%) 124 (93.2%) > 104 (80.6%)

適用なし 2 (1.6%) 0 (0.0%) 2 (1.5%) < 10 (7.7%)

合計 121 (100%) 12 (100%) 133 (100%)  129 (100%)

准教授 

全て 8 (6.6%) 0 (0.0%) 8 (6.0%) < 14 (10.8%)

一部 89 (73.5%) 9 (75.0%) 98 (73.6%) > 77 (59.6%)

適用なし 24 (19.8%) 3 (25.0%) 27 (20.3%) < 38 (29.4%)

合計 121 (100%) 12 (100%) 133 (100%)  129 (100%)

講 師 

全て 12 (9.9%) 1 (8.3%) 13 (9.7%)  16 (12.4%)

一部 74 (61.1%) 8 (66.6%) 82 (61.6%) > 73 (56.5%)

適用なし 35 (28.9%) 3 (25.0%) 38 (28.5%)  40 (31.0%)

合計 121 (100%) 12 (100%) 133 (100%)  129 (100%)

助 教 

全て 12 (9.9%) 0 (0.0%) 12 (9.0%) < 22 (17.0%)

一部 59 (48.7%) 7 (58.3%) 66 (49.6%) > 44 (34.1%)

適用なし 50 (41.3%) 5 (41.6%) 55 (41.3%) < 63 (48.8%)

合計 121 (100%) 12 (100%) 133 (100%)  129 (100%)

助 手 

全て 14 (11.5%) 1 (8.3%) 15 (11.2%)  19 (14.7%)

一部 47 (38.8%) 6 (50.0%) 53 (39.8%) > 41 (31.7%)

適用なし 60 (49.5%) 5 (41.6%) 65 (48.8%) < 69 (53.4%)

合計 121 (100%) 12 (100%) 133 (100%)  129 (100%)

職 員 

全て 4 (4.4%) 0 (0.0%) 4 (3.8%) < 9 (9.1%)

一部 86 (95.5%) 12 (92.3%) 98 (95.1%) > 89 (90.8%)

適用なし 0 (0%) 1 (7.6%) 1 (0.9%)  0 (0%)

合計 90 (100%) 13 (100%) 103 (100%)  98 (100%)
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 グラフ Ｑ１０（３）Ｂ 退職金給付の有無（会員数の割合） 
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 表 Ｑ１０（３）Ｂ 退職金給付の有無 

区 分 
平成 26 年度  平成 20 年度 

大学法人 短大法人等 合計  合計 

教 授 

有り 33 (27.7%) 2 (16.6%) 35 (26.7%) < 36 (30.2%)

無し 57 (47.8%) 6 (50.0%) 63 (48.0%) > 45 (37.8%)

有る人と 
無い人がいる 

29 (24.3%) 4 (33.3%) 33 (25.1%) < 38 (31.9%)

合計 119 (100%) 12 (100%) 131 (100%)  119 (100%)

准教授 

有り 26 (26.8%) 2 (22.2%) 28 (26.4%) < 28 (30.7%)

無し 45 (46.3%) 4 (44.4%) 49 (46.2%) > 35 (38.4%)

有る人と 
無い人がいる 

26 (26.8%) 3 (33.3%) 29 (27.3%)  28 (30.7%)

合計 97 (100%) 9 (100%) 106 (100%)  91 (100%)

講 師 

有り 25 (29.0%) 1 (11.1%) 26 (27.3%) < 27 (30.3%)

無し 36 (41.8%) 6 (66.6%) 42 (44.2%) > 35 (39.3%)

有る人と 
無い人がいる 

25 (29.0%) 2 (22.2%) 27 (28.4%)  27 (30.3%)

合計 86 (100%) 9 (100%) 95 (100%)  89 (100%)

助 教 

有り 21 (29.5%) 0 (0.0%) 21 (26.9%) < 22 (33.3%)

無し 32 (45.0%) 6 (85.7%) 38 (48.7%) > 27 (40.9%)

有る人と 
無い人がいる 

18 (25.3%) 1 (14.2%) 19 (24.3%)  17 (25.7%)

合計 71 (100%) 7 (100%) 78 (100%)  66 (100%)

助 手 

有り 19 (31.1%) 1 (14.2%) 20 (29.4%)  18 (30.0%)

無し 27 (44.2%) 5 (71.4%) 32 (47.0%) > 24 (40.0%)

有る人と 
無い人がいる 

15 (24.5%) 1 (14.2%) 16 (23.5%) < 18 (30.0%)

合計 61 (100%) 7 (100%) 68 (100%)  60 (100%)

職 員 

有り 26 (28.8%) 2 (16.6%) 28 (27.4%) < 32 (32.6%)

無し 43 (47.7%) 6 (50.0%) 49 (48.0%) > 36 (36.7%)

有る人と 
無い人がいる 

21 (23.3%) 4 (33.3%) 25 (24.5%) < 30 (30.6%)

合計 90 (100%) 12 (100%) 102 (100%)  98 (100%)

平成26年度退職金等に関する実態調査報告書
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公
益

財
団

法
人

 
私

立
大

学
退

職
金

財
団

 

平
成

2
6

年
度

 退
職

金
等

に
関

す
る

実
態

調
査

 

本
調

査
は

、
下

記
の

方
法

の
ど

ち
ら

か
で

６
月

3
0

日
（

月
）

ま
で

に
ご

回
答

く
だ

さ
い

。
 

（
全

て
の

質
問

に
ご

回
答

く
だ

さ
い

）
 

 ○
 
当

財
団

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
回

答
 

 ま
た

は
  

○
 同

封
の

回
答

用
紙

で
回

答
 

 
 
 
 
 

（
回

答
用

紙
を

郵
送

し
て

く
だ

さ
い

）
 

＊
調

査
回

答
に

関
す

る
補

足
説

明
を

本
調

査
依

頼
状

の
「

6
.回

答
上

の
注

意
」

に
掲

載
し

て
い

ま
す

。
ご

確
認

く
だ

さ
い

。 

 

Ｑ
１

 
大

学
、

短
期

大
学

、
高

等
専

門
学

校
、

法
人

本
部

に
所

属
し

、
学

校
法

人
の

退
職

金
規

程
等

に
基

づ
き

退
職

金
を

支
給

す
る

対
象

と
な

る
教

員
・

職
員

（
以

下
、「

教
職

員
」

と
い

う
）

の
人

数
（

平
成

2
6

年
5

月
1

日
現

在
、

高

校
以

下
を

除
き

、
休

職
者

を
含

む
）

と
、

そ
の

う
ち

当
財

団
へ

登
録

し
て

い
る

人
数

を
教

職
員

別
に

お
答

え
く

だ
さ

い
。

 

 Ｑ
２

 
平

成
2

5
年

度
の

決
算

に
お

い
て

、
退

職
給

与
引

当
金

の
計

上
割

合
（

日
本

公
認

会
計

士
協

会
学

校
法

人
委

員
会

実

務
指

針
第

4
4

号
に

よ
る

繰
入

額
の

加
減

前
の

金
額

）
は

、
期

末
要

支
給

額
の

何
％

で
す

か
。

 

 
 

 
 

①
 

1
0
0
％

あ
る

い
は

そ
れ

以
上

を
計

上
 

 
 

②
 

1
0
0
％

計
上

へ
移

行
中

（
具

体
的

な
計

上
割

合
を

割
合

記
載

欄
に

ご
記

入
く

だ
さ

い
）

 

③
 

そ
の

他
（

そ
の

他
記

載
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

）
 

 Ｑ
３

 
平

成
2

5
年

度
の

決
算

に
お

け
る

、
学

校
法

人
の

退
職

給
与

引
当

金
と

退
職

給
与

引
当

特
定

資
産

（
引

当
特

定
預

金

等
）

の
金

額
（

貸
借

対
照

表
に

記
載

の
金

額
）

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

 

Ｑ
４

（
１

）
教

職
員

の
定

年
年

齢
を

教
職

員
別

に
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

な
お

、
定

年
年

齢
が

複
数

あ
る

場
合

に
は

、
適

用
者

が
最

も
多

い
年

齢
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

ま
た

、
定

年
制

が
無

い
、

ま
た

は
定

年
制

を
適

用
す

る
教

職
員

が
い

な
い

場
合

に
は

、「
０

」
歳

と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 

（
２

）
定

年
退

職
後

の
継

続
雇

用
制

度
を

設
け

て
い

ま
す

か
。

ま
た

、
平

成
2

6
年

５
月

１
日

現
在

、
何

名
の

方
が

適
用

さ
れ

て
い

ま
す

か
。

教
職

員
別

に
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

⇒
回

答
番

号
①

は
（

３
）

へ
、

そ
れ

以
外

は
Ｑ

５
へ

進
ん

で
く

だ
さ

い
。

 

①
 

継
続

雇
用

制
度

を
設

け
て

お
り

、
退

職
金

の
支

給
対

象
と

し
て

い
る

 
②

 
継

続
雇

用
制

度
を

設
け

て
い

る
が

、
退

職
金

の
支

給
対

象
と

し
て

い
な

い
 

③
 

継
続

雇
用

制
度

を
設

け
て

い
な

い
 

④
 

そ
の

他
（

そ
の

他
記

載
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

）
 

 

（
３

）
継

続
雇

用
制

度
の

適
用

者
に

対
す

る
退

職
金

は
、

以
下

の
い

ず
れ

に
該

当
し

ま
す

か
。

教
職

員
別

に
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

①
 

採
用

か
ら

継
続

雇
用

期
間

の
終

了
ま

で
通

算
し

た
在

籍
期

間
に

よ
る

支
給

率
を

適
用

し
、

退
職

金
を

支
給

す
る

 

②
 

継
続

雇
用

期
間

は
在

職
期

間
を

通
算

せ
ず

、
継

続
雇

用
期

間
に

よ
る

支
給

率
を

適
用

し
､退

職
金

を
別

途
 

支
給

す
る

 

③
 

継
続

雇
用

期
間

は
在

職
期

間
を

通
算

せ
ず

、
継

続
雇

用
期

間
に

応
じ

た
定

額
を

別
途

支
給

す
る

 

④
 

継
続

雇
用

期
間

は
在

職
期

間
を

通
算

せ
ず

、
役

割
や

勤
務

成
績

等
を

勘
案

し
、

個
人

別
に

異
な

る
定

額
を

 

別
途

支
給

す
る

 

⑤
 

そ
の

他
（

そ
の

他
記

載
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

）
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Ｑ
５

 
退

職
金

の
支

給
条

件
と

し
て

必
要

な
在

籍
期

間
は

何
年

で
す

か
、

教
職

員
別

に
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
な

お
半

年
（

６
ヵ

月
）

等
年

単
位

で
な

い
場

合
は

、
月

数
を

切
り

捨
て

て
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

 
 

①
 

０
年

以
上

 
 

 
 

 ②
 

１
年

以
上

 
  

 
 

③
 

２
年

以
上

 
 

 
④

 
３

年
以

上
 

 
 

 
 ⑤

 
４

年
以

上
 

  
 

 
⑥

 
そ

の
他

（
そ

の
他

記
載

欄
に

ご
記

入
く

だ
さ

い
）

 

 Ｑ
６

 
退

職
金

の
算

定
方

法
を

教
職

員
別

に
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

①
 

退
職

金
算

定
基

礎
額

×
支

給
率

 
 

 
 

 
②

 
退

職
金

算
定

基
礎

額
×

支
給

率
＋

功
労

勘
案

額
等

 
③

 
退

職
金

算
定

基
礎

額
×

支
給

率
＋

調
整

額
 

（
調

整
額

と
は

、
勤

続
年

数
に

中
立

的
な

形
で

役
職

別
の

貢
献

度
を

勘
案

し
た

職
責

ポ
イ

ン
ト

を
額

に
換

算
し

た
も

の
。

国
家

公

務
員

退
職

手
当

法
第

6
条

の
四

 参
照

。）
 

④
 

ポ
イ

ン
ト

制
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
⑤

 
ポ

イ
ン

ト
制

と
退

職
金

算
定

基
礎

額
×

支
給

率
の

併
用

 

⑥
 

そ
の

他
（

そ
の

他
記

載
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

）
 

 

Ｑ
７

 
当

財
団

に
届

け
出

る
俸

給
月

額
で

あ
る

「
維

持
会

員
が

退
職

金
算

定
の

基
礎

と
し

て
い

る
俸

給
の

月
額

」（
退

職

金
の

算
定

基
礎

額
）

を
教

職
員

別
に

お
答

え
く

だ
さ

い
。

Ｑ
６

の
回

答
番

号
が

、「
④

ポ
イ

ン
ト

制
」

の
維

持
会

員

は
、「

⑤
 ポ

イ
ン

ト
制

」
と

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
①

 
退

職
時

の
俸

給
（

本
俸

）
 

 
 

②
 

退
職

時
の

俸
給

に
計

算
式

を
加

え
る

（
手

当
以

外
） 

 
③

 
退

職
時

の
俸

給
に

手
当

等
（

金
額

）
を

加
え

る
 

④
 

過
去

の
俸

給
等

（
退

職
時

の
俸

給
以

外
）

の
平

均
 

 
 

 
⑤

 
ポ

イ
ン

ト
制

 
 

 
 

 
⑥

 
そ

の
他

（
そ

の
他

記
載

欄
に

ご
記

入
く

だ
さ

い
）

 

 

Ｑ
８

 
教

職
員

の
賃

金
（

俸
給

月
額

）
の

水
準

に
つ

い
て

、
教

職
員

別
に

お
答

え
く

だ
さ

い
。

な
お

、
教

員
は

給
与

法
の

教
育

職
俸

給
表

と
、

職
員

は
給

与
法

の
行

政
職

俸
給

表
（

一
）

と
、

そ
れ

ぞ
れ

比
較

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
①

 
概

ね
国

家
公

務
員

と
同

じ
 

 
 

②
 

概
ね

国
家

公
務

員
よ

り
高

い
 

 
③

 
概

ね
国

家
公

務
員

よ
り

低
い

 

 

Ｑ
９

（
１

）
教

職
員

の
任

期
制

の
導

入
に

つ
い

て
、

教
職

員
別

に
お

答
え

く
だ

さ
い

。
な

お
「

任
期

制
」

と
は

、
教

職
員

を
採

用
す

る
際

に
あ

ら
か

じ
め

一
定

の
任

期
を

設
定

し
て

雇
用

契
約

を
締

結
す

る
制

度
（

嘱
託

を
含

む
）

と
し

ま
す

。 

⇒
回

答
番

号
①

は
（

３
）

へ
、

②
は

（
２

）
へ

進
ん

で
く

だ
さ

い
。

 

①
 

導
入

し
て

い
る

 
②

 
導

入
し

て
い

な
い

 

 

（
２

）
任

期
制

の
導

入
に

つ
い

て
、

予
定

も
し

く
は

検
討

の
状

況
を

教
職

員
別

に
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

⇒
Ｑ

1
0

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

①
 

導
入

を
予

定
し

て
い

る
 

②
 

導
入

を
検

討
し

て
い

る
 

③
 

導
入

の
予

定
及

び
検

討
は

し
て

い
な

い
 

 （
３

）
職

名
別

（
教

授
、

准
教

授
、

講
師

、
助

教
、

助
手

、
職

員
）

に
、

(A
)任

期
制

の
適

用
範

囲
、

(B
)期

間
、

(C
)任

期
更

新
制

度
の

有
無

、
(D

)更
新

を
含

め
た

任
期

制
雇

用
最

長
年

数
、

(E
)退

職
金

給
付

の
有

無
に

つ
い

て
そ

れ
ぞ

れ
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

 
(A

)適
用

範
囲

（
制

度
と

し
て

）
 

⇒
回

答
番

号
①

、
②

は
「

B
」

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

①
 

全
て

 
②

 
一

部
 

③
 

適
用

な
し
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(B
)期

間
 

⇒
「

C
」

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

①
 

１
年

 
 

 
②

 
２

年
 

 
 

③
 

３
年

 
 

 
④

 
４

年
 

 
 

⑤
 

５
年

 
⑥

 
６

年
以

上
 

⑦
 

複
数

あ
る

 

(C
)任

期
更

新
制

度
の

有
無

 
⇒

①
、

③
は

「
D

」
へ

、
②

は
「

E
」

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

①
 

有
り

 
 

 
②

 
無

し
 

 
 

③
 

有
る

人
と

無
い

人
が

い
る

 

(D
)更

新
を

含
め

た
任

期
制

雇
用

最
長

年
数

 
⇒

「
E
」

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

①
 

５
年

以
内

 
 

 
②

 
５

年
を

越
え

て
1
0

年
以

内
 

 
③

 
1
0

年
を

越
え

る
も

し
く

は
上

限
な

し
 

(E
)退

職
金

給
付

の
有

無
 

①
 

有
り

 
 

 
②

 
無

し
 

 
 

③
 

有
る

人
と

無
い

人
が

い
る

 
 

Ｑ
1

0
（

１
）

教
職

員
の

年
俸

制
の

導
入

に
つ

い
て

、
教

職
員

別
に

お
答

え
く

だ
さ

い
。

な
お

「
年

俸
制

」
と

は
、

労
働

者
に

対
す

る
賃

金
の

全
部

又
は

一
部

を
、

当
該

労
働

者
の

業
績

等
に

関
す

る
目

標
の

達
成

度
を

評
価

し
て

、
年

単
位

に
設

定
す

る
制

度
と

し
ま

す
。

 

⇒
回

答
番

号
①

は
（

３
）

へ
、

②
は

（
２

）
へ

進
ん

で
く

だ
さ

い
。

 

①
 

導
入

し
て

い
る

 
②

 
導

入
し

て
い

な
い

 
 

（
２

）
年

俸
制

の
導

入
に

つ
い

て
、

予
定

も
し

く
は

検
討

の
状

況
を

教
職

員
別

に
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

⇒
調

査
は

こ
れ

で
終

わ
り

で
す

。
 

①
 

導
入

を
予

定
し

て
い

る
 

②
 

導
入

を
検

討
し

て
い

る
 

③
 

導
入

の
予

定
及

び
検

討
は

し
て

い
な

い
 

 

（
３

）
職

名
別

（
教

授
、

准
教

授
、

講
師

、
助

教
、

助
手

、
職

員
）

に
、

(A
)年

俸
制

の
適

用
範

囲
、

(B
)退

職
金

給
付

の
有

無
に

つ
い

て
そ

れ
ぞ

れ
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

(A
)適

用
範

囲
（

制
度

と
し

て
）

 
⇒

回
答

番
号

①
、

②
は

「
B

」
へ

進
ん

で
く

だ
さ

い
。

 

①
 

全
て

 
②

 
一

部
 

③
 

適
用

な
し

 

 
 

 
 

(B
)退

職
金

給
付

の
有

無
 

①
 

有
り

 
 

 
②

 
無

し
 

 
 

③
 

有
る

人
と

無
い

人
が

い
る

 
 

 

～
 

調
査

は
こ

れ
で

終
わ

り
で

す
。

ご
協

力
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

。
～
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「

平
成

2
6

年
度

退
職
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（付録）登録データ分析 

 登録教職員及び退職教職員のデータの集計 



 

  
 

 

Data１ 退職事由別平均退職資金交付額等 
 

当財団に登録された教職員の退職事由は、自己都合退職が最も多く、次いで定年退職となって
いるが、近年では、定年退職の割合が約 40%と高くなっている。 

平均退職年齢は、定年退職では緩やかに低下している。一方、自己都合退職では緩やかに上昇
している。 

 

グラフ D１の１ 年度別、退職事由別退職者数の割合 

グラフ D１の２ 年度別、退職事由別平均退職年齢  

 
グラフ D１の３ 年度別、退職事由別平均退職資金交付額と平均在職期間 
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表 D１ 年度別、退職事由別退職者数の割合と平均年齢、平均在職期間、平均退職資金交付額 

 

年 度 

定年退職 自己都合退職 

退職者数 
の割合 

  （％） 

平 均 
退職年齢 

  （歳） 

平 均 
在職期間

  （年）

平均退職 
資金交付額
  （万円）

退職者数
の割合 

  （％）

平 均 
退職年齢 

  （歳） 

平 均 
在職期間 

  （年） 

平均退職 
資金交付額
  （万円）

昭和 58 年 19.7% 66.7  15.1 579.6 68.8% 35.1  5.8  112.1 

59 年 21.8% 66.9  16.0 648.6 74.1% 35.0  6.0  127.5 

60 年 22.2% 66.3  16.7 711.4 73.0% 35.7  6.2  139.1 

61 年 23.3% 66.6  16.8 743.4 72.1% 36.0  6.2  148.6 

62 年 21.7% 65.8  18.1 816.6 74.2% 36.4  6.6  161.5 

63 年 23.3% 65.6  17.9 874.5 72.4% 37.0  6.4  174.8 

平成元年 23.5% 65.7  17.9 913.5 72.5% 36.7  6.3  176.4 

2 年 24.7% 65.7  18.1 957.1 71.2% 36.7  6.4  182.5 

3 年 25.0% 65.6  19.1 1,058.0 71.1% 37.2  6.9  199.4 

4 年 27.7% 65.7  18.5 1,045.8 68.2% 37.8  6.5  207.2 

5 年 31.3% 65.5  18.7 1,096.5 64.8% 38.2  6.8  235.9 

6 年 31.4% 65.8  18.4 1,100.5 64.7% 38.7  6.9  245.4 

7 年 33.1% 65.8  19.0 1,160.3 63.2% 39.0  6.9  246.2 

8 年 34.2% 65.9  19.1 1,195.9 62.2% 39.2  7.3  277.2 

9 年 33.8% 66.1  19.1 1,209.2 62.4% 39.2  7.3  268.1 

10 年 34.3% 66.0  19.8 1,285.7 62.7% 40.4  7.8  311.3 

11 年 35.2% 66.1  19.4 1,246.7 61.3% 40.9  7.8  315.6 

12 年 35.5% 65.7  19.6 1,272.8 60.8% 41.2  8.3  356.4 

13 年 34.9% 65.2  19.8 1,297.9 61.8% 41.6  8.1  349.3 

14 年 34.7% 65.3  20.5 1,359.9 61.9% 41.9  8.4  366.0 

15 年 34.3% 64.8  20.8 1,384.9 62.2% 42.2  8.3  364.1 

16 年 34.0% 64.8  20.9 1,393.2 62.8% 42.1  8.5  387.5 

17 年 35.9% 64.8  21.6 1,417.0 61.3% 42.2  8.4  354.5 

18 年 35.7% 64.5  22.0 1,433.9 61.3% 42.3  8.1  333.8 

19 年 36.2% 64.2  22.2 1,451.7 60.6% 42.6  8.4  353.4 

20 年 36.0% 64.1  23.7 1,570.5 60.0% 43.4  8.4  357.1 

21 年 39.1% 63.6  22.8 1,490.1 57.9% 44.1  8.3  348.9 

22 年 38.7% 63.8  23.1 1,511.8 57.6% 44.1  8.5  358.3 

23 年 42.4% 63.6  22.7 1,487.1 54.6% 44.2  8.7  364.5 

24 年 43.8% 63.6  23.6 1,528.3 53.3% 43.9  8.4  344.5 

（注）「退職者数の割合」は、その年度の退職者数の中で、退職事由が「定年」又は「自己都合」の割合

であり、これらの退職事由の他に「死亡」「免職」「学内異動」がある。 

   また、平均退職資金交付額は、百円の位を切り捨て、万円表示している。以下同様。 
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グラフ D１の４ 在職期間別退職教職員数 
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表 D１の２ 在職期間別、退職教職員数 
（単位：人） 

在職 
期間 

教  員 職  員 
昭和 
58 年 

平成 
5 年 

平成 
15 年

平成 
24 年

昭和 
58 年

平成 
5 年

平成 
15 年 

平成 
24 年

5 年 273 366 424 451 283 288 254 243

10 年 126 118 193 131 116 86 116 73

15 年 69 52 110 79 38 60 59 33

20 年 41 64 51 67 46 56 26 30

25 年 11 47 28 97 19 22 43 44

30 年 19 45 61 67 19 30 48 26

35 年 18 27 90 67 8 18 58 69

40 年 2 32 56 88 2 36 45 107

45 年 1 17 16 23 0 11 6 24

0

100

200

300

400

500

5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年 40年 45年

昭和58年

平成5年

平成15年

平成24年

0

50

100

150

200

250

300

5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年 40年 45年

昭和58年
平成5年
平成15年
平成24年

人 

人 

平成26年度退職金等に関する実態調査報告書

88



 

 

  当財団に登録された教職員の年度別、退職年齢別の平均退職資金交付額は、平成 15 年度まで

は年々増加し、平成 15 年には平均交付額が最も高い年齢は 56 歳～60 歳であったが、平成 24

年度では、66 歳～70 歳となっている。 

 

グラフ D１の５ 年度別、退職年齢別、教職員 1 人当たり平均退職資金交付額 

 
 

表 D１の３ 年度別、退職年齢別、教職員 1 人当たり平均退職資金交付額 

（単位：万円） 

退 職 
年 齢 

昭 和 
58 年 

平 成 
5 年 

平 成 
15 年 

平 成 
24 年 

25 歳以下 17.1 22.0 24.4 23.4 

26 歳～30 歳 43.0 54.2 57.2 47.0 

31 歳～35 歳 62.3 84.9 101.2 67.0 

36 歳～40 歳 128.6 146.2 151.5 105.0 

41 歳～45 歳 243.2 313.6 247.4 188.4 

46 歳～50 歳 285.3 524.2 506.1 308.6 

51 歳～55 歳 439.2 747.6 882.9 646.9 

56 歳～60 歳 640.7 1,078.2 1,442.3 1,300.5 

61 歳～65 歳 560.4 1,145.4 1,427.1 1,511.2 

66 歳～70 歳 476.9 911.3 1,210.9 1,556.6 

71 歳～75 歳 324.4 525.5 417.6 651.6 
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Data２ 登録者の年齢分布 
 

 当財団に登録されている教職員で、平成26年6月現在で在職している教職員別の平均年齢は、

教員で 50.4 歳、職員で 42.7 歳である。 

 

グラフ D２ 登録者のうち在職者の年齢分布 

 
表 D２ 年齢別、教職員数 

（単位：人） 

年  齢 教  員 職  員 

25 歳以下 271 (0.3%) 4,296 (7.2%) 

26～28 歳 595 (0.7%) 3,775 (6.3%) 

29～31 歳 1,349 (1.7%) 3,985 (6.7%) 

32～34 歳 2,669 (3.5%) 4,269 (7.2%) 

35～37 歳 4,299 (5.7%) 4,568 (7.7%) 

38～40 歳 5,522 (7.3%) 4,896 (8.2%) 

41～43 歳 6,335 (8.4%) 5,436 (9.2%) 

44～46 歳 6,382 (8.5%) 4,875 (8.2%) 

47～49 歳 6,424 (8.5%) 4,590 (7.7%) 

50～52 歳 7,146 (9.5%) 4,502 (7.6%) 

53～55 歳 7,417 (9.8%) 4,145 (7.0%) 

56～58 歳 6,870 (9.1%) 4,057 (6.8%) 

59～61 歳 6,825 (9.0%) 3,128 (5.3%) 

62～64 歳 6,785 (9.0%) 1,885 (3.1%) 

65～67 歳 4,319 (5.7%) 390 (0.6%) 

68～70 歳 1,489 (1.9%) 99 (0.1%) 

71 歳以上 377 (0.5%) 122 (0.2%) 

平均（中央値） 50.4 歳（51 歳） 42.7 歳（43 歳） 
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Data３ 新規採用者の採用年齢 

 

 年度別の採用年齢は、教員は、平成 5 年は 25 歳以下と 65 歳以上が多かったが、平成 25 年では

36 歳前後が最も多くなっている。職員は 25 歳以下で多く採用しており、31 歳以降の採用は少数

である。平均採用年齢は徐々に高くなっている。 

 

グラフ D３ 年度、教職員別採用年齢 
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表 D３ 年度、教職員別採用年齢 

教 員  

年齢 平成 5 年 平成 15 年 平成 25 年 

25 歳以下 321 (6.1%) 184 (3.2%) 145 (2.4%) 

26～28 歳 496 (9.4%) 393 (6.8%) 211 (3.5%) 

29~31 歳 743 (14.1%) 711 (12.3%) 468 (7.9%) 

32~34 歳 731 (13.8%) 750 (13.0%) 709 (12.0%) 

35~37 歳 526 (10.0%) 607 (10.5%) 799 (13.6%) 

38~40 歳 370 (7.0%) 492 (8.5%) 643 (10.9%) 

41~43 歳 290 (5.5%) 447 (7.7%) 511 (8.6%) 

44~46 歳 262 (5.0%) 343 (5.9%) 419 (7.1%) 

47~49 歳 154 (2.9%) 308 (5.3%) 401 (6.8%) 

50~52 歳 147 (2.8%) 269 (4.7%) 366 (6.2%) 

53~55 歳 117 (2.2%) 261 (4.5%) 294 (5.0%) 

56~58 歳 144 (2.7%) 202 (3.5%) 224 (3.8%) 

59~61 歳 288 (5.5%) 278 (4.8%) 260 (4.4%) 

62~64 歳 335 (6.3%) 254 (4.4%) 203 (3.4%) 

65 歳以上 358 (6.8%) 274 (4.7%) 221 (3.7%) 

合計 5,282 (100%) 5,773 (100%) 5,874 (100%) 

平均（中央値） 40.9 歳（36 歳） 41.8 歳（39 歳） 42.6 歳（40 歳） 
 
職 員  

年齢 平成 5 年 平成 15 年 平成 25 年 

25 歳以下 3,296 (63.6%) 1,616 (45.7%) 1,541 (30.0%) 

26～28 歳 357 (6.9%) 424 (12.0%) 495 (9.6%) 

29~31 歳 233 (4.5%) 287 (8.1%) 490 (9.5%) 

32~34 歳 163 (3.1%) 201 (5.7%) 335 (6.5%) 

35~37 歳 116 (2.2%) 133 (3.8%) 293 (5.7%) 

38~40 歳 83 (1.6%) 92 (2.6%) 313 (6.1%) 

41~43 歳 85 (1.6%) 95 (2.7%) 302 (5.8%) 

44~46 歳 86 (1.7%) 57 (1.6%) 224 (4.3%) 

47~49 歳 55 (1.1%) 65 (1.8%) 240 (4.6%) 

50~52 歳 61 (1.2%) 83 (2.3%) 215 (4.1%) 

53~55 歳 124 (2.4%) 119 (3.4%) 196 (3.8%) 

56~58 歳 92 (1.8%) 88 (2.5%) 147 (2.8%) 

59~61 歳 299 (5.8%) 204 (5.8%) 216 (4.2%) 

62~64 歳 73 (1.4%) 41 (1.2%) 72 (1.4%) 

65 歳以上 63 (1.2%) 33 (0.9%) 47 (0.9%) 

合計 5,186 (100%) 3,538 (100%) 5,126 (100%) 

平均（中央値） 23.6 歳（22 歳） 27.9 歳（25 歳） 35.4 歳（32 歳） 

（単位：人）

（単位：人）
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